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は じ め に 
 

人にとって働くこととは、単なる生活のための手段だけではなく、社会的貢献

や働きがい・生きがいという意味あいでも大切な要素であると考えています。近

年、少子高齢化の更なる進展により、企業において人手不足の状況が続く中、優

秀な人材の確保という観点から働き方にも多様性が求められ、働き方改革の重

要性は益々高まっています。 

そのような状況の中、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択

できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、２０１８年６月に

国が働き方改革関連法を成立させたことに伴い本市でも、２０１９年２月に第

１次金沢版働き方改革推進プランを策定し、「生涯にわたり働きやすいまち金沢」

を基本理念に掲げ、多様な人材の活躍やワーク・ライフ・バランスの推進など、

様々な働き方改革に取り組んでまいりました。 

第１次金沢版働き方改革推進プランを策定してから４年が経過しましたが、

その間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、テレワークやワーケー

ションといった時間や場所にとらわれない多様で柔軟な働き方が広がりを見せ

るなど、働く人たちを取り巻く環境は大きく変化しています。 

また、企業の競争力強化や人材確保が叫ばれる中、その対策として、デジタル

化・ＤＸ化による労働生産性の向上が不可欠であり、それに伴い労働者のリスキ

リングによる人材育成も急務となっています。併せて、仕事や私生活での充実度、

幸福感にもつながるＳＤＧｓやウェルビーイングといった考え方も普及しつつ

あり、より質の高い働き方改革への取組が求められています。 

 今般、策定した「第２次金沢版働き方改革推進プラン」では、働き方改革の更

なる推進に加え、デジタル化・ＤＸ化の推進やＳＤＧｓ、ウェルビーイングとい

った視点からも施策を進めていくとともに、金沢というまちの特徴を生かした

新たな時代に期待される働き方を提案していきたいと考えております。 

 今後、企業や関係団体等の皆様との連携・協力を密にしながら、金沢が基本理

念に掲げる「働きがいと幸せを感じられるまち」となるよう努めてまいりますの

で、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

 結びに、本プランの策定にあたり、特段のご尽力をいただきました金沢版働き

方改革検討会議の委員の皆様をはじめ、パブリックコメントなどで貴重なご意

見・ご提言をお寄せいただいた市民の皆様や事業者の方々、関係各位に心から感

謝を申し上げます。 

 

２０２３年（令和５年）３月 

                        金沢市長 村山 卓 
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１．策定の背景と目的  
 本市では２０１９年２月に第１次金沢版働き方改革推進プランを策定し、「生

涯にわたり働きやすいまち金沢」を基本理念に掲げ、多様な人材の活躍やワー

ク・ライフ・バランスの推進など、様々な働き方改革に取り組んでまいりました。 

第１次金沢版働き方改革推進プランを策定してから４年が経過しましたが、

その間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、テレワークやワーケー

ションといった時間や場所にとらわれない多様で柔軟な働き方が広がりを見せ

るなど、働く人たちを取り巻く環境は大きく変化しています。 

これらの変化に対応し、働き方改革の更なる浸透を図るため、「第２次金沢版

働き方改革推進プラン」を策定することとしました。第２次プランには、第１次

金沢版働き方改革推進プランで掲げた基本理念を発展させ、若者の地元定着や

ＤＸ化の促進、リスキリングによる人材育成など課題の解決と、ＳＤＧｓやウェ

ルビーイングなどの新たな要素を加えるとともに、金沢ならではの特徴を生か

したワークスタイルの提案も盛り込むものとします。 

 

２．計画期間と位置づけ  
 本プランは、前プランに引き続き「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（以下「労働施策総合推進法」とい

う。）」に基づき、国の施策と相まって、地域の実情に応じた働き方改革を計画的

かつ効果的に推進するものです。 

また、２０２３年度に策定予定の新たな都市像や地方創生を図る「第２次金沢

版総合戦略」を上位計画として位置づけ、働き方改革関連法や育児・介護休業法

の改正、国の「デジタル田園都市国家構想」、県の「職業能力開発計画」と方向

性を同じくするとともに、「金沢市新産業成長ビジョン」をはじめ、市の関連計

画の内容とも整合を図り策定しました。 

プランの推進期間は２０２３年度から２０２７年度までの５年間とします。 

なお、社会情勢の変化等により必要に応じて見直すものとします。 
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［本プランの上位計画］ 

○新たな都市像 

  本市では、人口減少・少子高齢社会の進展をはじめ、新型コロナウイルスの

感染拡大による人々の生活、行動、価値観の変容や、情報通信技術の急速な発

展など、近年の市政を取り巻く環境の変化を踏まえ、市民や多様な主体から、

今後のまちづくりに関する意見を幅広く聴取し、２０２３年度中に、概ね１０

年後を目標年次とする新たな都市像を策定する予定としています。  

関連計画

第２次金沢働き方改革推進プラン（2023～2027年度）

上 位 計 画

ノーマライゼーションプラン金沢2021
（2021～2026年度）

情報共有
・反映

第2次金沢版総合戦略（2020～2024年度）

金沢市SDGｓ未来都市計画（2020～2025年度）

新たな都市像（実現に向けた行動計画を策定中）

金沢市

石川労働局

金沢市雇用対策協定に基づく

事業計画

金沢版働き方改革検討会議に

委員として参画

国の動向等

育児・介護休業法の改正
（R3.6月）

デジタル田園都市国家構想の

閣議決定（R4.6月）

未来人材ビジョンの公表
（R4.5月）

経済財政運営と改革の基本

方針の閣議決定（R4.6月）

雇用・労働総合政策

パッケージの策定（R4.10月）

金沢市新産業成長ビジョン（2023～2028年度）

金沢子育て夢プラン2020（2020～2024年度） 金沢健康プラン2018（2018～2023年度）

金沢ものづくり戦略2015（2015～2024年度）

注視 連携

金沢市男女共同参画推進行動計画（2023～2032年度）
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○第２次金沢版総合戦略（２０２３年３月改訂） 

関係人口の拡大・創出やＳｏｃｉｅｔｙ５．０などの新たな視点を加えた、

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に伴い、ＩＣＴの普及やイン

バウンド観光の状況等、目まぐるしく変化する社会情勢に対応していくため

に、そして金沢ＳＤＧｓの示す５つの方向性を踏まえながら、真の地方創生を

図る具体的な取組を示す行動計画として策定しています。 

（推進期間）２０２０～２０２４年度 

 

基本目標１ 若い世代に優しく、子育ての喜びを分かち合うまちをつくる 

（３）仕事と家庭の両立や地域活動等への参画を促進する働き方改革の推進 

①多様な人材の掘り起こしや育成の支援 

②女性が活躍するための施策の充実 

③ワーク・ライフ・バランスの推進 

④働く世代等に対する学び直す機会の創出 

 

 

[本プランの主要な関連計画] 

 ○金沢市新産業成長ビジョン（２０２３年３月策定） 

技術革新が進む今日の最先端技術や産業構造を踏まえ、金沢の個性を生か

し、高い付加価値を生み出す新産業の成長、発展に向けたビジョンを示してお

り、本プランとも連携しながら取り組んでいきます。 

（計画期間）２０２３～２０２７年度 

 

 ５つの戦略 

  ①デジタルを活用し、「リアル」の価値をより高め、成長するまち 

  ②外に開かれ、人と人が交わり、つながり続けるまち 

  ③進取性と多様性を受け入れ、挑戦を支えるまち 

  ④産学官金の連携により、人と企業が育ち、集うまち 

  ⑤金沢の「文化」と「産業」が融合して、高い付加価値を生み出すまち 
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○金沢市男女共同参画推進行動計画「かなざわ未来 奏
かな

でプラン２０２３」 

（２０２３年３月策定） 

「多様な生き方が選択できる 誰もがいきいきと輝ける社会」の実現に向け、

市、市民、事業者が自らの意思と相互の協力に基づき、協働して取り組み、誰

もが性別等にかかわりなく、自分の意思で生き方を選択し、自信と誇りをもっ

て生き生きと活躍できる社会をめざす施策を示しています。 

（計画期間）２０２３～２０３２年度 

 

基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性の参画の拡大 

方針１ 方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大  

方針２ 雇用の分野における男女共同参画の推進  

方針３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）等の実現  

方針４ 地域社会における男女共同参画の推進 

 

 

３．プランの対象  
 本プランは、企業、団体、ＮＰＯなどの市内事業所のほか、市内事業所で働く

人をはじめとした市民を対象とします。 
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１．国の動向  
（１）「育児・介護休業法」の改正（２０２１年６月改正）  

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育

児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休

業の枠組み『産後パパ育休』の創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及

び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関

する所要の規定の整備等の措置が講じられ、２０２２年４月１日から段階的に

施行されています。 

 

【改正の施行時期・内容】 

施行時期 改正内容 

２０２２年 

４月１日 

育児休業等の周知 

等に関する見直し 

妊娠・出産の申出をした労働者に対する

個別周知・取得意向確認の措置を義務付

け 

育児休業を取得しやすい雇用環境整備の

義務付け 

育児休業の見直し 

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要

件の緩和 

２０２２年 

１０月１日 

育児休業の分割取得 

１歳到達後の育児休業の見直し 

出産時育児休業の創設：産後パパ育休 

２０２３年 

４月１日 

1,000 人超の企業に対する育児休業の取得状況の公表の義務付

け 

 

（２）パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化（２０２２年４月） 

２０２０年６月１日に施行された「改正 労働施策総合推進法」に記載の中小

企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が、令和４年４月１日から義

務化されています。 

 

（３）「ビジネスと人権」に関する行動計画（２０２０年１０月策定）  

 近年、企業による人権尊重の必要性について国際的な関心が高まっている中

で、企業活動における人権尊重の促進を図るために策定されました。「ビジネス

と人権」に関する関係府省庁の政策の一貫性を確保するとともに、責任ある企業

行動の促進を図り、企業活動により人権への悪影響を受ける人々の人権保護・促
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進、ひいては、国際社会を含む社会全体の人権の保護・促進に貢献すること、日

本企業の企業価値と国際競争力の向上、及びＳＤＧｓ達成への貢献に繋がるこ

とが期待されています。 

 

（４）デジタル田園都市国家構想（２０２２年６月７日閣議決定）  

デジタル田園都市国家構想は、地域の豊かさをそのままに、都市と同じ又は違

った利便性と魅力を備えた、魅力溢れる新たな地域づくりのため、デジタルの実

装を通じ、地域の社会問題の解決と魅力の向上への取組を進めるものです。 

暮らす場所、年齢、性別にかかわらずあらゆる国民が、それぞれのライフスタ

イルやニーズに合ったゆとりと安心を兼ね備えた心豊かな暮らしを営むことが

でき、地方における仕事や暮らしの向上に資する新たなサービスの創出、持続可

能性の向上、ウェルビーイングの実現等を通じてデジタル化の恩恵を国民や事

業者が享受できる社会、いわば「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」

を目指しています。 

 

（５）経済財政運営と改革の基本方針２０２２（２０２２年６月閣議決定） 

新しい資本主義に向けた重点投資分野として、人への投資と分配、科学技術・

イノベーションへの投資、スタートアップへの投資、ＧＸ（グリーントランスフ

ォーメーション）への投資、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）への投

資が掲げられています。また、社会課題の解決に向けた取組として、女性活躍や

就職氷河期世代支援、中堅・中小企業の活力向上が挙げられています。 

 

（６）雇用・労働総合政策パッケージ（２０２２年１０月策定）  

 意欲と能力に応じた「多様な働き方」を可能とし、「賃金上昇」の好循環を実

現していくため、中長期も見据えた雇用政策に力点を移し、これまでの「賃上げ

支援」に加えて、「人材の育成・活性化を通じた賃上げ促進」「賃金上昇を伴う円

滑な労働移動の支援」「雇用セーフティネットの再整備」の一体的、継続的な取

組を推進しています。これらの取組を通じて、経済変化に柔軟で、個人の多様な

選択を支える「しなやかな労働市場」を実現し、人材の活性化と生産性の向上を

通じた賃金上昇のサイクルを目指すこととしています。 

 

２．県内の動向  
（１）石川県産業振興指針（石川県）  

現指針である石川県産業成長戦略は、１０年後を見据えた様々な内外の環境

変化に対応していくことを目指し、石川県の経済成長への寄与が大きい製造業

をはじめとする第２次産業にフォーカスをあてた振興策として２０１４年度に
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策定されました。２０２２年度で計画期間の９年目を迎え、策定当時と社会・経

済環境は大きく変化していることから、２０２３年秋を目途に、新たな指針の策

定に向けた検討を行っています。新指針の骨子では、デジタル化やカーボンニュ

ートラルへの対応などの時代の潮流や、将来にわたる人口減少など様々な課題

の中で、 ＤＸの推進のほか、副業等人材の確保・活用や企業ニーズに対応する

産業人材の育成等による産業を支える人材の確保・育成など７本の柱を掲げ、県

民一人当たりの県内総生産の上昇を成果指標として盛り込んでいます。 

 

（２）第１１次石川県職業能力開発計画（石川県）  

人材育成の分野の中でも公共職業訓練の実施を主な方策として、主に現場や

実務を担う労働者の職業能力の開発や向上のため、計画では、現状分析を踏まえ

た今後の職業能力開発に向けた具体的な方策を示しています。２０２２年度の

計画期間満了に伴い、新たに２０２３年度からの計画である第１１次石川県職

業能力開発計画を策定しています。第１１次計画では、デジタル人材の育成を強

化する方針が盛り込まれています。 

 

３．国際的動向  
（１）労働に関する企業の社会的責任（労働ＣＳＲ/ＲＢＣ）の実現

に向けた政策提言（ＩＬＯ（国際労働機関））等について  

 １９７０年代に多国籍企業の活動が盛んになるにつれ、持続可能な開発に対

して企業が果たし得る積極的な貢献を促進し、人権、環境及び社会に及ぼす負の

影響の防止・対処を支援するために、国際労働機関（ＩＬＯ）、経済協力開発機

構（ＯＥＣＤ）及び国際連合は、「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者

宣言」（ＩＬＯ 多国籍企業宣言）、責任あるビジネスに関する重要な基準として

ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針（ＯＥＣＤ 多国籍企業ガイドライン）等を責任あ

るビジネスに関する指針を示す文書として、それぞれ整合性を持って互いに補

完し合う形で策定してきました。 

 それらの文書には、すべての企業が、事業活動を行っている国の経済的、環境

的及び社会的発展に積極的に貢献しながら、サプライチェーンを含めて自社の

活動が及ぼす負の影響を回避し、それに対処する責任を負っていることが明確

に示され、ＣＳＲ（企業の社会的責任）やＲＢＣ（責任ある企業行動）等におけ

る先導的文書となっています。近年では、ＳＤＧｓなどの影響も受け、企業によ

る人権・労働の権利に対する負の影響の排除と社会的進展に対する積極的貢献

の促進が強調されるようになってきています。 

※参考：ＩＬＯ（国際労働事務局）「労働に関する企業の社会的責任（労働ＣＳＲ/ＲＢＣ）

の実現に向けた政策提言」 
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４．働き方改革関連の主な国の支援制度  
（１）働き方改革推進支援助成金  

生産性を高めながら労働時間を縮減するなど働き方改革に取り組む中小企業

や小規模事業者、事業主団体への助成金です。「労働時間短縮・年休促進支援コ

ース」「勤務間インターバル導入コース」「労働時間適正管理推進コース」「団体

推進コース」の４つのコースが２０２２年度時点で設定されています。 

 

（２）人材開発支援助成金  

 事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃

金の一部等を助成する制度です。「人への投資促進コース」、「特定訓練コース」、

「一般訓練コース」、「特別育成訓練コース」のコースがあります。２０２２年 

１０月に制度の見直しが行われ、提出書類の省略・簡略化、高度デジタル人材訓

練、情報技術分野認定実習併用職業訓練の要件変更が行われました。２０２２年

１２月には、「事業展開等リスキリング支援コース」が創設されました。 

 

（３）業務改善助成金  

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金（事

業場内最低賃金）の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資

等（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）を行い、事業場内

最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一

部を助成するものです。 

 

（４）キャリアアップ助成金  

 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労

働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を

実施した事業主に対して助成するものです。 

 

（５）両立支援等助成金  

 職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりを行う事業主を支援する制

度です。育児、介護、不妊治療など、それぞれ利用可能な休暇制度や両立支援制

度の整備を行い、労働者に取得させた中小企業事業主に対して助成金を支給す

ることにより、職業生活と家庭生活との両立支援に関する取組を促し、労働者の

雇用の安定に資することを目的としています。 
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５．これまでの本市の取組  
（１）「金沢市はたらく人にやさしい事業所」表彰の継続実施  

 ２０１２年度から、仕事と生活の調和の促進や労働環境の改善・整備等に積極

的に取り組み、具体的な成果につなげている先進的な事業所を「金沢市はたらく

人にやさしい事業所」として表彰を続けています。２０２２年度で累計６７社の

表彰を行いました。 

 

（２）「金沢版働き方改革のすゝめ」の作成  

働き方改革の取組のステップアップを目指す事業所に向けて、市内事業所の

特徴的な取組事例や、本市や関係機関の主な支援情報等を取りまとめたハンド

ブックを２０２０年１月に作成しました。 

 

（３）男性の育児休業取得促進奨励金制度の創設  

男性の育児参加を促進し、子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、市

内中小企業等において育児休業を取得した市内在住の男性労働者に対し、奨励

金を交付する制度を２０２０年４月に創設しました。２０２２年１０月より産

後パパ育休制度や育児休業の分割取得制度が創設されたことに伴い、交付要件

の拡充を行ったほか、育児休業を取得させた市内中小企業に対しても奨励金制

度を創設し、男性の育児休業取得促進に向けた取組を支援しています。

 

（４）中小企業人材確保奨学金返還支援助成金の創設  

 市内中小企業の人材確保と若年者の地元就職の促進を図るため、従業員の奨

学金返還支援制度を設ける市内中小企業に対し、企業が従業員に支給した奨学

金返還支援額の一部を助成する制度を２０２２年２月に創設しました。 

 

（５）金沢市中小企業スマートワーク導入支援助成金の創設  

テレワークや選択型勤務を活用し、場所や時間にとらわれない働き方（スマー

トワーク）を導入することで、生産性の向上や業務効率化を図り、企業の競争力

を強化するために要した経費の一部を助成する制度を２０２１年４月に創設し

ました。この制度は、単にテレワーク等を導入することではなく、他の中小企業

へのモデルケースとして、スマートワークの取組を普及させていくことも目的

としています。
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１．雇用・労働環境等の調査結果  
（１）人口等の現状について  

（１）－１  将来推計人口【金沢市】  

 本市の総人口は、２０６０年には、約３４万７千人まで減少すると見込まれ

ており、年少人口（０～１４歳）は２０１０年に比べ約３万人、生産年齢人口

（１５～６４歳）は約１２万３千人減少する一方で、老年人口（６５歳以上）

は約３万８千人増加すると推計されており、労働人口の減少が懸念されます。 

 

 

図表 1 将来推計人口 （資料：金沢市人口ビジョン改訂版（金沢市）） 
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（１）－２  合計特殊出生率【金沢市】  

 本市の合計特殊出生率は、２０２０年は１.４７であり、全国平均よりも高く、

直近５年間においても合計特殊出生率が全国よりも高く推移しています。 

 
図表 2 合計特殊出生率 （資料：金沢市衛生年報） 

（１）－３  外国人住民数の推移【金沢市】  

 本市の外国人住民数の推移は、２０１９年の６,２２４人をピークに減少傾向

となっています。２０１７年と比べると２０２０年はベトナム人の増加が顕著

となっています。 

 
図表 3  外国人住民の推移 （資料：住民基本台帳（金沢市）（各年末日現在）） 

区分/年 2017 年 主な在留資格  2020 年 主な在留資格 

第１位 中国 2,015 技能実習、留学生  中国 1,969 技能実習、留学生 

第２位 韓国 735 永住者等  ベトナム 1,172 技能実習 

第３位 ベトナム 656 技能実習  韓国 670 永住者等 

第４位 インドネシア 325 留学生・家族滞在  インドネシア 321 留学生・家族滞在 

第５位 フィリピン 271 永住者等  フィリピン 283 永住者等 

図表 4 国籍別順位 （資料：住民基本台帳（金沢市）（各年末日現在））（単位：人） 
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（２）雇用の状況について  

（２）－１  有効求人倍率【ハローワーク金沢管内】  

 ハローワーク金沢市管内（金沢市、かほく市、内灘町、津幡町）の有効求人倍

率は、全国よりも高く推移しています。また、２０２０年に大きく低下していま

すが、２０２１年には上昇傾向となっています。 

 

図表 5 有効求人倍率の推移（資料：最近の雇用失業情勢（各年度の原数値から集計）（金沢公共職業安定所）） 

 

（２）－２  職業別有効求人数と有効求職者数【ハローワーク金沢管内】 

ハローワーク金沢管内で有効求人倍率の高い職業は、「サービスの職業」、

「建設・採掘の職業」、「保安の職業」となっていますが、有効求人数が有効求

職者数を大きく上回る職業では、「サービスの職業」、「専門的・技術的職業」、

「販売の職業」となっており、深刻な人手不足であると言えます。 

区分 有効求人数(a) 有効求職数(b) 差引き(a-b) 有効求人倍率(a/b) 

サービスの職業 3,780 744 3,036 5.08 

専門的・技術的職業※ 2,304 1,046 1,258 2.20 

販売の職業 1,358 487 871 2.79 

運搬・清掃等の職業 1,677 1,483 194 1.13 

生産工程の職業 1,044 427 617 2.44 

輸送・機械運転の職業 653 191 462 3.42 

建設・採掘の職業 553 91 462 6.08 

保安の職業 357 46 311 7.76 

事務的職業 1,286 1,956 △ 670 0.66 

※開発、製造、建築・土木・測量、情報処理・通信等の技術者、医師、薬剤師、保健師、助産師、医療技術者等保健

医療の職業、社会福祉の専門的職業、美術家、デザイナー等の専門的職業 

図表 6 職業別有効求人数、有効求職者数および有効求人倍率（常用計）（単位：人,倍） 

（資料：職業別求人・求職の状況（金沢公共職業安定所）（令和４年 11 月）） 
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（２）－３  正規の職員・従業員の割合【石川県】  

 石川県における正規の職員・従業員の割合は、男女どちらも全国平均を上回っ

ており、男性は約７９％台を推移、女性は約５０％台を推移しています。 

 
図表 7 正規の職員・従業員の割合（資料：労働力調査（石川県・総務省）（各年平均）） 
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（３）就業の状況について  

（３）－１  高齢者の就業者数、就業率【金沢市】  

本市の就業率の年代別推移は、２５歳以降、各年代を通じて全国を上回って

います。高齢者（６５歳以上）にあたっては、就業率は全国を上回っている一

方で、他の年代と比較すると低くなっています。また、就業率の推移を見る

と、２０１５年比で２０２０年の高齢者（６５歳以上)の就業率は、３.６％上

昇しています。 

 

 
図表 8 就業者数と就業率の年代別推移（資料：国勢調査（総務省）（2020 年）） 

 

◎２０１５年                       （単位：人,％） 

 

◎２０２０年                       （単位：人,％） 

図表 9 高齢者（65 歳以上）の就業率の推移（資料：国勢調査（総務省）（2015、2020 年）） 
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金沢市 27,637   110,383   25.0 

全 国 7,525,579   32,262,007   23.3 

区分 就業者数(a) 人口(b) 就業率(a/b) 

金沢市 31,813   111,370   28.6 

全 国 8,724,474   32,711,167   26.7 
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（３）－２  女性の就業者数、就業率【金沢市】  

本市の就業率の年代別推移は、２５歳以降、各年代を通じて全国を上回って

います。また、就業率の推移を見ると、２０１５年比で２０２０年の女性 

（１５歳以上)の就業率は、２.６％上昇しています。 

 

 
図表 10 女性の就業者数・就業率の年代別推移（資料：国勢調査（総務省）（2020 年）） 

 

◎2015 年                        （単位：人,％） 

 

◎2020 年                        （単位：人,％） 

図表 11 女性（15 歳以上）の就業率の推移（資料：国勢調査（総務省）（2015、2020 年）） 
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（３）－３  管理的職業従事者※に占める女性の割合【金沢市】  

本市の管理的職業従事者に占める女性の割合は、２０１５年比で０.５％減少

しており、金沢市、全国どちらも女性の管理的職業従事者が減少しています。 

◎２０１５年                       （単位：人,％） 

 

◎２０２０年                       （単位：人,％） 

図表 12 管理的職業従事者に占める女性の割合（資料：国勢調査（総務省）（2015、2020 年）） 

 ※管理的職業従事者 
   法人・団体役員、管理的公務員など、経営体の全般又は課以上の内部組織の経営・管理の仕事に従事するもの 

 

（３）－４  共働き世帯の割合【金沢市】  

 本市の共働き世帯の割合は、２０１５年比で０.７％増加しており、５割を維

持しています。 

◎２０１５年                       （単位：人,％） 

 

◎２０２０年                       （単位：人,％） 

図表 13 夫婦共働きの一般世帯の割合（資料：国勢調査（総務省）（2015、2020 年）） 

  ※夫婦がいる世帯 

   世帯の家族類型が、「夫婦のみ世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子どもから成る世帯」、「夫婦、子ど 

もと親から成る世帯」の区分に該当する世帯のこと 

 

区分 女性の管理的職業従事者(a) 管理的職業従事者(b) 割合(a/b) 

金沢市 872   5,406   16.1 

全 国 228,872   1,394,894   16.4 

区分 女性の管理的職業従事者(a) 管理的職業従事者(b) 割合(a/b) 

金沢市 745   4,767   15.6 

全 国 183,449   1,170,866   15.7 

区分 夫婦共に就業者の世帯(a) 夫婦がいる世帯※(b) 割合(a/b) 

金沢市 53,187   101,539   52.4 

全 国 13,080,450   28,733,178   45.5 

区分 夫婦共に就業者の世帯(a) 夫婦がいる世帯※(b) 割合(a/b) 

金沢市 52,990   99,821   53.1 

全 国 13,206,934   28,058,120   47.1 



 

２１ 

 

（３）－５  新規大学卒業者の県内就職内定率【石川県】  

 石川県内の新規大学卒業者の就職内定率は、９８％程度を維持していますが、

県内就職内定率は４０％程度であり、半数以上が県外に就職している状況です。

また近年では、県内就職内定率が４０％を下回る年度も見受けられます。 

 

 

図表 14 直近３年の就職内定率の推移（資料：新規大学等卒業者の就職内定状況（石川労働局）（各年度末現在）） 

 

図表 15 新規大学卒業者の就職内定状況（資料：新規大学等卒業者の就職内定状況（石川労働局）（各年度末現在）） 
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（３）－６  障害のある人の就職率【ハローワーク金沢管内】  

 ハローワーク金沢管内における障害のある人の就職率は、２０２１年度で４

４.５％であり、全国の４２.９％を上回っていますが、直近５年間では減少傾向

です。特に、身体障害者の就職率は、直近５年間で約１０％減少しています。ま

た、知的障害者の就職率についても、２０２０年度と比較すると約１０％減少し

ています。 

 

 
図表 16 障害者の就職件数および就職率の推移 

（資料：業務月報（ハローワーク金沢）（令和４年 12 月末現在） 

                                厚生労働省「ハローワークにおける障害者の職業紹介状況」(各年度末現在))                           
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（３）－７  外国人労働者数【石川県】  

 石川県における外国人労働者の雇用状況は、２０１７年と比較して、事業所数

が１.３３倍の１９７０箇所、労働者数が１.２３倍の１０,６０６人に増加してい

ます。 

 

 
図表 17 外国人労働者を雇用する事業所数の推移 

（資料：外国人雇用状況（石川労働局） 

（各年 10 月末現在）） 

 
図表 18 外国人労働者数の推移 

（資料：外国人雇用状況（石川労働局） 

（各年 10 月末現在）） 
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（４）産業の状況について  

（４）－１  産業大分類別  事業者数・従業者数【石川県】  

 産業大分類別における事業所数は、「卸売業、小売業」が最も多く、次いで

「製造業」、「宿泊業、飲食サービス業」となっています。 

 従業者数においては「製造業」が最も多く、次いで「卸売業、小売業」、「医

療、福祉」が順に多い状況です。 

 

 
図表 19 産業大分類別 事業所数・従業者数（資料：総務省「経済センサス 活動調査～速報集計～」）（2021 年） 

 

※経済センサス活動調査の速報集計値を利用しているため、今後、数値等に 

変更の可能性があります。 
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（４）－２  事業従事者１人あたり付加価値額の推移【石川県】  

 石川県の事業従事者１人あたりの付加価値額を産業全体でみると、前回調査

年（２０１２年）からの４年間で１.１２倍伸びていますが、全国との比較で

は、まだ２４万円低い状況です。 

 

 
図表 20 事業従事者１人あたり付加価値額の推移（資料：総務省「経済センサス 活動調査」）（2012 年、2016 年） 

 

※経済センサス活動調査の速報集計値を利用しているため、今後、数値等に 

変更の可能性があります。 
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（５）労働環境の状況について  

（５）－１  平均月間総労働時間【石川県】  

 石川県の平均月間総労働時間は、２０１８年以降、減少傾向です。全国との差

は２０２１年には０.８時間となり、差が縮まっています。 

 

 
図表 21 平均月間総労働時間の推移（資料：毎月統計調査_地方調査（石川県）） 
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（５）－２  平均月間総労働時間【産業大分類別・石川県】  

産業大分類別で石川県の平均月間総労働時間を２０１６年と２０２０年で比

較すると多くの産業で総労働時間（事業規模３０人以上）の減少が見られます。

特に「宿泊業・飲食サービス業」では、４１.１時間と大幅に減少しています。一

方、多くの産業で平均月間総労働時間の減少が見られる中で、「情報通信業」は

７.９時間の増加となっています。 

 

 

図表 22 産業大分類別 平均月間総労働時間の推移（事業規模３０人以上）（資料：毎月勤労統計調査（石川県）） 

※2020 年の不動産業、物品賃貸業は企業からの回答が２事業所以下のため公表していない。  
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（５）－３  平均月間所定外労働時間【石川県】  

石川県の平均月間所定外労働時間は、２０１７年は全国よりも多く１３.０時

間でしたが、２０２１年には１０.２時間に減少しており、全国を下回っていま

す。 

 

 
図表 23 平均月間所定外労働時間の推移（資料：毎月統計調査_地方調査（石川県）） 

 

（５）－４  年次有給休暇取得率【石川県】  

 石川県の年次有給休暇取得率は、直近の２０２１年で５３.８％となっており、

過去５年間では増加傾向ですが、全国よりも約５ポイント低くなっています。 

 

 

図表 24 年次有給休暇取得率の推移（資料：中小企業労働事情実態調査（石川県中小企業団体中央会）（各年集計））  
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（５）－５  育児休業取得率【石川県】  

 石川県の育児休業取得率は、女性は全国より高い傾向である一方で、男性は微

増傾向ではありますが、全国と比べて大きく下回っています。 

 

 
図表 25 育児休業取得率の推移（資料：賃金労働条件実態調査（石川県）（算入値：調査年度の前年 4/1～翌

3/31）、雇用均等基本調査（厚生労働省）（算入値：調査年度の前々年 10/1～翌 9/30）） 

 

（６）新型コロナウイルス感染症の影響について【石川県】  

新型コロナウイルス感染症による影響は、２０２０年と比較して改善傾向が

見られますが、「売上高の減少（６６.８％）」、「取引先・顧客からの受注の減少

（６０.２％）」、「営業活動等の縮小（４１.７％）」が依然として多い状況です。 

 
図表 26 新型コロナウイルスの経営への影響（資料：中小企業労働事情実態調査（石川県中小企業団体中央会）） 
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２．企業アンケート調査結果（抜粋）  
（１）調査の概要  

 市内企業の「働き方改革」に対する取組や意識等を把握するため、金沢イクボ

ス企業同盟の加盟企業、金沢雇用推進協議会の会員企業、市雇用奨励金活用企業

のうち市内に本社がある企業４９４社に対し、アンケート調査を実施しました。 

調査期間 ２０２２年１０月１３日(木)～１０月３１日(月) 

調査方法 Google フォームへの入力による回答 

回答対象 
事業主または役員 

（各社１名まで） 

中間管理職 

（各社２名まで） 

一般従業員 

（各社２名まで） 

回答票数 １０４票 １２３票 １２２票 

回答率 ２１.１％ １２.４％ １２.３％ 

 

（２）調査の結果  

（２）－１  事業主または役員  

 事業主または役員の方を対象としたアンケートでは、次のような傾向が見ら

れました。 

 

○「働き方改革」の取組は着実に進んでいる  

 「働き方改革」に「取り組んでいる」との回答が８割を超えており、前回調査

時と比較して増加しています。取組の効果は、「総労働時間が削減された」と「ま

だ効果は現れていない／効果を感じない」の割合が高く、対照的な結果となって

います。 

 

①あなたの会社では「働き方改革」に取り組んでいますか。 

 
図表 27 「働き方改革」の取組の有無 

63.2%

88.5%

36.8%

11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2018年

2022年

取り組んでいる 取り組んでいない

（N＝104）

（N＝114）
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②「働き方改革」の取組によって、どのような効果がありましたか。 

 
図表 28 「働き方改革」の取組の効果 

 

○人員は依然として「不足している」  

 人員状況について、約６割の企業が「不足している」と回答しており、前回調

査時から人員不足が改善されていない結果となっています。 

 「働き方改革」の取組を進める上での問題としても「人手が足りない」ことが

最も多い理由となっています。 

 

③あなたの会社の人員状況について、当てはまるものはどれですか。 

 
図表 29 会社の人員状況 

 

  

52.2%

29.3%

25.0%

18.5%

18.5%

15.2%

10.9%

9.8%

9.8%

2.2%

34.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

総労働時間（残業時間）が削減された

従業員＜仕事＞の満足度が上がった

従業員＜仕事＞の能力・効率性が上がった

会社のイメージが上がった

採用がしやすくなった／良い人材を採用できた

従業員の賃金を上げることができた

従業員が定着した／離職者が減った

会社の業績／利益が上がった

従業員が健康になった／体調を崩す人が減った

その他

まだ効果は現れていない／効果を感じない

(N=92)

66.1%

60.6%

33.0%

37.5%

0.9%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2018年

2022年

不足している 適当である 過剰である

（N＝104）

（N＝115）
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④あなたの会社において「働き方改革」の取組を進める中で、現在どのような問題が 

ありますか。

 
図表 30 「働き方改革」を進める上での問題 

 

○デジタル化・ＤＸ化は“これから”  

 デジタル化・ＤＸ化は「全社的に推進している」と「推進していない」企業が

ともに約４割という状況です。推進の課題としては、「組織のＩＴに関する知識

や能力を活用する力が不足している」の割合が高い結果となっています。 

 ８割以上の企業が、今後業務において、デジタル人材・ＤＸ人材が必要になる

と感じており、今後デジタル化・ＤＸ化に取り組む意向があります。 

 

⑤あなたの会社では「デジタル化・ＤＸ化」を推進していますか。 

 
図表 31 デジタル化・DX 化の推進状況 

  

53.3%

35.9%

28.3%

26.1%

18.5%

17.4%

9.8%

9.8%

6.5%

4.3%

2.2%

18.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

人手が足りない

今までの仕事の進め方が定着している

総務や管理系部署の従業員の負担が増える

上司・従業員の意識醸成が進まない

残業時間が減らない

設備投資にコストがかかる

従業員の働き方が二極化する

残業手当が減り従業員の満足度が下がる

制度やしくみを使いにくい風潮がある

社内の雰囲気が悪くなる

その他

特に問題はない
(N=92)

38.5% 20.2% 41.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全社的に推進している 部署単位で推進している 推進していない

(N=104)



 

３３ 

 

⑥「デジタル化・ＤＸ化」推進における課題は何ですか。 

 
図表 32 デジタル化・DX 化の課題 

⑦今後デジタル人材やＤＸ人材が必要になると思いますか。 

 
図表 33 デジタル人材・DX 人材について 

⑧「デジタル化・ＤＸ化」について、今後取り組みたいと思いますか。 

 
図表 34 デジタル化・DX 化 今後の取組意向 

  

46.2%

30.8%

26.9%

24.0%

19.2%

14.4%

1.9%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

組織のITに関する知識や能力を活用する力が不足している

旧来の文化・価値観が定着している

業務がデジタル化・ＤＸ化しにくい

明確な目標・目的が定まっていない

資金が不足している

長年の取引慣行に妨げられている

部門間の対立がある

その他

(N=104)

53.8% 28.8% 14.4% 2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要になる 近い将来必要になる 必要にならない その他

(N=104)

36.5% 15.4% 32.7% 13.5%
1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

既に取り組んでいる 取り組み予定である
将来的に取り組みたいと思っている 取り組む予定はない
その他

(N=104)
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○ＳＤＧｓ・ウェルビーイング・リスキリングは今後の推進に期待  

 ＳＤＧｓやウェルビーイングを意識して働き改革を行っている企業は約４割

であり、従業員の能力開発（リスキリング）については「行っている」「将来的

に行おうと思っている」企業が８割を超えており、どちらも今後の推進が期待さ

れます。 

 

⑨ＳＤＧｓやウェルビーイングの観点から働き方改革の取組を行っていますか。 

 
図表 35  SDGs、ウェルビーイングの観点からの「働き方改革」 実施状況 

 

⑩あなたの会社では、従業員の能力開発（リスキリングなど）を支援する取組を 

行っていますか。 

 
図表 36 従業員の能力開発支援の有無  

38.5% 49.0% 10.6%
1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働き方改革の取組は、SDGsや従業員のウェルビーイングを意識して行っている

働き方改革の取組は、SDGsや従業員のウェルビーイングを意識していない

そもそも働き方改革の取組を行っていない

その他

(N=104)

35.6% 46.2% 17.3%
1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行っている 将来的に行おうと思っている

行うつもりはない その他

(N=104)



 

３５ 

 

（２）－２  中間管理職、一般従業員  

 中間管理職の方や一般従業員の方を対象としたアンケートでは、次のような

傾向がみられました。 

 

○「働き方改革」の取組は従業員に浸透しきっていない  

 仕事における現状の総合的な満足度について、「満足」と「やや満足」の回答

を合わせた割合は、中間管理職、一般従業員でそれぞれ４割と半数に達していま

せん。また、「働き方改革」による日常生活の幸福感や充実感への影響について

は、中間管理職、一般従業員ともに「変わらない」と「やや減少した」、「減少し

た」の回答を合わせた割合が高く、「働き方改革」の取組が従業員に浸透しきっ

ていないと考えられます。 

 

①あなたの仕事における現状の総合的な満足度について、当てはまるものはどれですか。 

 
図表 37 仕事における総合的な満足度 

②会社の「働き方改革」の取組によって、自身の日常生活への幸福感や充実感が 

上昇しましたか。 

 
図表 38 「働き方改革」による日常生活への幸福感や充実感の影響 

13.0%

15.6%

29.3%

28.7%

45.5%

37.7%

11.4%

10.7%

0.8%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中間管理職(N=123)

一般従業員(N=122)

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

7.3%

12.3%

45.5%

29.5%

43.9%

54.9%

3.3%

1.6%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中間管理職(N=123)

一般従業員(N=122)

上昇した やや上昇した 変わらない やや減少した 減少した
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○「安定した収入」「人間関係」を重視し、スキルアップの意識も高い 

 「働くこと」において重要視していることは、「安定した収入が得られる」の

割合が最も高く、次いで「良い人間関係の職場で働くことができる」となってい

ます。また、能力向上のための学習については、「行っている」と「将来的に行

おうと思っている」の回答を合わせた割合は、中間管理職で９２.７％、一般従

業員で８１.１％であり、スキルアップの意識が高いことがわかります。 

 

③あなたが「働くこと」において、重要視していることは何ですか。 

 
図表 39 「働くこと」において重要視していること 

 

④あなたは、職業に関する能力を向上させるための学習を行っていますか。 

 
図表 40 能力向上のための学習の実施状況 

36.0%

22.8%

11.4%

10.5%

5.3%

4.8%

3.9%

3.1%

2.2%

36.7%

23.1%

13.5%

5.2%

8.7%

4.8%

2.2%

5.2%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40%

安定した収入が得られる

良い人間関係の職場で働くことができる

勤務地が生活圏と近接している

専門性や能力を活かせる

働く日や時間をある程度自分で調整できる

スキルアップができる

高い地位や収入を得られる

ライフステージに応じて働き方の選択ができる

その他

中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)

61.8%

47.5%

30.9%

33.6%

7.3%

18.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中間管理職(N=123)

一般従業員(N=122)

行っている 将来的に行おうと思っている 行うつもりはない



 

３７ 

 

（２）-３  全体（全職階層）  

 全職階層の傾向から、次のような傾向がみられました。 
 

○「地域活動休暇」や「地域活動手当」等の支援があれば、地域活動

に参加してみたいし、促進できる  

 地域活動への参加意向は、「参加したい」「やや参加したい」の回答を合わせる

と、中間管理職で６０.１％、一般従業員で５３.３％と半数を超えています。ま

た、参加を促進する取組については、職階層に関わらず「地域活動休暇制度」の

割合が高いです。事業主または役員を除くと「地域活動手当制度」の割合も高い

です。 

 

①休暇制度の創設などの働き方改革による企業からの支援があった場合、地域の活動に

参加してみたいと思いますか。 

 
図表 41 地域活動への参加意向 

②どのような働き方改革の取組を行えば、地域活動への参加を促進できると思いますか。 

 
図表 42 地域活動への参加を促進できる取組 

14.6%

9.0%

45.5%

44.3%

30.9%

28.7%

8.9%

18.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中間管理職(N=123)

一般従業員(N=122)

参加したい やや参加したい あまり参加したくない 参加したくない

39.4%

27.9%

26.9%

24.0%

24.0%

13.5%

10.6%

4.8%

44.7%

17.1%

22.8%

38.2%

25.2%

12.2%

3.3%

2.4%

53.3%

13.9%

23.8%

50.0%

14.8%

14.8%

2.5%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

地域活動休暇制度

（地域活動をした場合に取れる休暇制度）

地域活動を企業理念の中に位置付ける

時間単位など柔軟な有給休暇取得制度

地域活動手当制度

（地域活動をする場合の手当）

人事評価への反映

テレワーク（ＩＣＴの活用で時間や場所の

制約を受けない勤務形態）

裁量労働制（労働時間を実労働時間ではなく、

一定の時間とみなす）

その他

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)
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○「スキルアップの時間」、「趣味やレジャーの時間」を増やしたい  

一方で、人材育成の進め方には課題を感じる  

 今後増やしたい時間については、事業主または役員で「スキルアップ（自己啓

発）の時間」の割合が最も高く、中間管理職一般従業員では、「趣味やレジャー

の時間」の割合が最も高いものの、「スキルアップ（自己啓発）の時間」の割合

も上位となっています。 

 職場で感じている課題については、職階層に関わらず「人材育成の進め方」の

割合が高く、各職階層それぞれがスキルアップの時間を増やしたいと思う一方

で、「人材育成の進め方」が課題となっています。 

 

③あなたは、今後、どのような時間を増やしたいですか。 

 
図表 43 今後増やしたい時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51.9%

43.3%

32.7%

27.9%

12.5%

9.6%

4.8%

1.9%

39.8%

50.4%

30.1%

4.9%

15.4%

2.4%

8.9%

2.4%

21.1%

0.8%

38.5%

51.6%

42.6%

1.6%

23.0%

2.5%

10.7%

6.6%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

スキルアップ（自己啓発）の時間

趣味やレジャーの時間

休息の時間

地域活動、社会貢献活動の時間

家事、育児 介護の時間

仕事の時間

副業・兼業の時間

治療、通院の時間

リスキリングの時間

その他

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)
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④あなた自身が職場で感じている課題は何ですか。 

 
図表 44 職場で感じている課題 

○中途採用者や女性の活躍の場を拡げたいし、拡がることを望む  

 今後、活躍の場を拡げたい人材については、職階層に関わらず「中途採用者（経

験者採用など）」の割合が最も高く、次いで「女性」の割合が高くなっています。 

 

⑤今後、職場で、どのような人材の活躍の場を拡げたいですか。 

＜活躍の場が拡がることを望みますか＞ 

 
図表 45 今後、活躍の場を拡げたい（拡がることを望む）人材  
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32.7%

26.0%

23.1%

19.2%

15.4%

5.8%

1.0%

4.8%

50.4%

24.4%

26.0%

25.2%

26.0%

13.8%

11.4%

3.3%

0.8%

36.9%

28.7%

20.5%

25.4%

16.4%

19.7%

10.7%

1.6%

9.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

人材育成の進め方

慣習となっている業務の見直し

人事評価のしくみ

社員間や部署間のコミュニケーション

実務とマネジメント

（管理 育成業務）とのバランス

定着率の向上（離職者数の低減）

長時間働く人が評価される風土

その他

特になし

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)
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69.1%

50.4%

30.1%

19.5%

13.8%

4.1%

65.6%

53.3%

17.2%

13.9%

6.6%

4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

中途採用者（経験者採用など）

女性

高齢者（６５歳以上）

外国人

障害者

その他

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)
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○行政からは、「財政的支援」「取組事例等の情報提供」を引き続き  

行ってほしい  

 「働き方改革」の取組が進めやすくなる行政からの支援や援助は、事業主また

は役員、一般従業員では、「設備投資や雇用・育成に対する財政的支援」の割合

が最も高く、中間管理職では「他の企業の取組事例等の情報提供」の割合が最も

高くなっています。また、「中間管理職」では「働き方改革関連法に関する制度

理解を深める機会提供」の割合も他の職階層よりも高く、情報や機会を求める傾

向がみられます。 

 

⑥行政からどのような支援・援助があれば、「働き方改革」の取組が進めやすくなると

思いますか。 

 
図表 46 「働き方改革」の取組が進めやすくなる行政からの支援・援助 

  

64.4%

28.8%

26.0%

21.2%

16.3%

8.7%

1.9%

40.7%

43.1%

24.4%

29.3%

12.2%

9.8%

0.8%

54.9%

28.7%

20.5%

20.5%

17.2%

13.1%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

設備投資や雇用 育成に対する財政的支援

他の企業の取組事例等の情報提供

企業活動へのインセンティブ付与

（入札での優遇など）

働き方改革関連法に関する制度理解を深める機会提供

（セミナー、説明会）

設備投資や雇用 育成に関する財政面以外の支援

（相談窓口開設、アドバイザー派遣など）

認定や表彰制度による取組の積極的広報

その他

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)



 

４１ 

 

３．本市の強みと弱み  
 前述の「１．雇用・労働環境等の調査結果」や「２．企業アンケート調査結果」

などから、本市の現状を強み（プラス面）と弱み（マイナス面）に分けて整理し

ました。 

 

 

  

強み（プラス面） 

〔雇用・就業〕 

・有効求人倍率は、全国と比較しても高い水準である 

⇒２０２１年 金沢市:１.４６倍、全国:１.１６倍 

・石川県内の正規雇用者の割合は、全国と比較しても高水準である 

⇒２０２１年 石川県男性：７９.３％、石川県女性：５２.１％  

全国男性：７８.２％、全国女性：４６.５％ 

・高齢者の就業率は、全国と比較して高水準を維持している 

⇒２０１５年→２０２０年 金沢市:２５.０％→２８.６％、全国:２３.３％→２６.７％  

・女性の就業率は、全国と比較して高水準を維持している 

⇒２０１５年→２０２０年 金沢市：５２.４％→５５.０％、全国：４８.３％→５１.７％ 

〔労働生産性〕 

・デジタル化・ＤＸ化を「全社的に推進している」企業が約４割、今後取り

組む意思がある企業も含めると約８割で、デジタル化・ＤＸ化への意識が

高い（企業アンケート調査より） 

・従業員の能力開発支援を「将来的に行おうと思っている」と回答する企業

が半数であり、約４割弱の企業で既に行っている（企業アンケート調査より） 

・従業員の能力向上のための学習意識が高い（企業アンケート調査より） 

〔職場環境〕 

・「はたらく人にやさしい事業所」表彰企業が着実に増加している 

⇒２０１７年度→２０２２年度 ３２社→６７社 

・「働き方改革」に「取り組んでいる」企業が９割弱にまで達しており、企業

の「働き方改革」が着実に進んでいる（企業アンケート調査より） 

〔その他〕 

・企業からの支援があれば、地域活動に参加してみたい中間管理職や一般管

理職が約５割であり、地域活動の参加意欲がある（企業アンケート調査より） 
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 弱み（マイナス面） 

〔雇用・就業〕 

・管理的職業従事者に占める女性の割合は伸び悩んでいる 

⇒２０１５年→２０２０年 金沢市:１６.１％→１５.６％、全国１６.４％→１５.７％  

 （金沢市と同規模人口の中核市平均 １６.０％（２０２０年）） 

・ハローワーク金沢管内の障害のある人の就職内定率は全国と比較して 

高いが、減少傾向である 

⇒２０１７年→２０２１年 金沢管内:５３.９％→４４.５％、全国４８.４％→４２.９％  

・人員は依然として不足しており、約６割の企業で、人員が「不足している」

と回答している（企業アンケート調査より） 

〔労働生産性〕 

・石川県内の新規大学卒業者の県内就職内定率は４０％程度で、半数以上が

県外就職をしている 

・金沢市内の事業従事者１人あたりの付加価値額は全国を下回っている 

⇒２０１６年 金沢市：５１２万円、全国：５３６万円  

 ※経済センサス活動調査の結果未発表のため前回値を参考 

〔職場環境〕 

・年次有給休暇取得率は、増加傾向にあるが、全国と比較すると低い 

⇒２０２１年 石川県：５３.８％、全国：５８.９％ 

・育児休業取得率は、女性は全国より高く推移しているが、男性は全国より

低く、男女間に格差がある 

⇒２０２１年 石川県男性：６.５％、石川県女性：９４.２％  

全国男性：１４.０％、全国女性：８５.１％ 

・前回調査同様、仕事の現状への総合的な満足度は、「満足」「やや満足」を

合わせても半数に満たない（企業アンケート調査より） 

〔その他〕 

・地域活動を含む、地域の様々な活動の担い手が不足している 

・新型コロナウイルス感染症の影響による地域行事の中止 
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１．第２次金沢版働き方改革推進プランの将来像  
 国の動向や金沢市の現状、特長、課題、社会情勢等を踏まえ、第２次金沢版働

き方改革推進プランの将来像を設定しました。 

 

 

 

  

 プランの基本的な考え方  第４章 

主な特長 

③ 全国トップクラスの有効求人倍率 
（２０２１年：金沢市１.４６倍 全国１.１６倍） 

② 子育て環境の充実、 
地域コミュニティの形成 

① 高い女性就業率 
（２０２０年：金沢市５５.０％ 全国５１.７％） 

⑤ 男性の育児休業取得率が全国以下 
（２０２１年：石川県６.５％ 全国１４.０％） 

④ 管理的職業従事者に占める女性 
の割合が全国以下 

（２０２０年：金沢市１５.６％ 全国１５.７％） 

③ 働き手のリスキリングによる人材育成 

② 付加価値生産性の全体的な底上げ 

① 人手不足の顕在化・働き手の確保 

主な課題 

④ スマートワーク等多様な働き方の推進 

社会情勢等 

③ 女性・障害者・外国人等多様な 
人材の活躍促進 

② ＳＤＧｓやウェルビーイングの 
意識の高まり 

① デジタル・ＤＸ化の推進とＡＩ、ＩＯＴ
等革新的技術の活用推進 

３ 働きながら幸せを 

実感できるまち 

２ 生産性の高い働き方を 

実践しているまち 

１ 多様な人材が意欲を 

持って働いているまち 

第２次プランの将来像 

⑤ 首都圏からの移住気運の高まり 
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２．基本理念  
本市は、地域コミュニティや子育て環境の充実、全国トップクラスの有効求人

倍率により、全国的にも女性の就業率が高く、比較的労働環境が整っているまち

であると言えます。 

しかし、今後の少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少や企業の人手不

足に対応し、働く人から選ばれるまちになるためには、女性や障害のある人、外

国人などの多様な人材が活躍できる職場環境の整備が必要です。併せて、企業の

デジタル化・ＤＸ化等の推進により労働生産性を向上させ、新たに生まれた時間

を活用し、働く人が家族とのふれあいや地域活動に参加できるようになるなど、

ＳＤＧｓやウェルビーイングの視点を取り入れ、仕事だけではなく私生活も充

実し、働きながら幸せを感じられる労働環境を整備することが大切です。また、

労働環境の整備は、地域コミュニティの活性化や地域の発展につながる重要な

要素であると考えています。 

本プランでは、女性や若者など多様な人材の活躍をはじめ、労働生産性の向上

のほか、仕事と私生活が両立し充実した日常を送れるまちを目指し、「働きがい

と幸せを感じられるまち金沢」を基本理念に掲げます。 

 

 

３．基本方針と本市の主な役割  
（１）基本方針  

 働きながら幸せを感じられるまち金沢の将来像を見据え、基本理念である『働

きがいと幸せを感じられるまち金沢』の実現に向けて、３つの基本方針に基づき、

具体的な施策を推進します。 

 

 

 

 

 

（２）本市の主な役割  

 実際に働き方改革を進めるのは企業や団体等の事業者であり、経営者や働く

方々が主体となります。 

 本市としては、働き方改革に関する各種情報の発信や就業マッチングの機会

の提供、従業員の育児休暇等取得促進への支援などにより、市内企業の働き方改

革の取組が更に進展していくよう、企業の取組を後押しし、より良い環境を整備

する施策を展開していくことが必要と考えます。

基本方針１

基本方針２

基本方針３

多様な人材の活躍促進に向けた環境づくり

労働生産性の向上に向けた環境づくり

働きながら幸せを実感できる環境づくり

【基本理念】 働きがいと幸せを感じられるまち金沢 
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【本市の主な役割】 

○ 働き方改革の更なる浸透 

○ 多様な人材の活躍に向けた支援、企業とのマッチング支援 

○ 中小企業の取組を後押しするための財政的・技術的支援 

○ 好事例取組の紹介など積極的な情報発信 

○ 家庭と仕事の両立支援や地域活動への参加促進等 

 

４．目指す主な成果と重要業績評価指標（ＫＰＩ）  
本プランでは、働き方改革の効果をより高めるため、「第３章 働き方改革に

関する本市の現状」で示した「強み」の部分を更に伸ばしつつ、「弱み」の部分

を克服し、第２次金沢版働き方改革推進プランの取組を更に進めてまいります。 

 これらを踏まえ、本プランの推進にあたり、目指す主な成果と重要業績評価指

標（ＫＰＩ）を以下のとおり設定します。 

〔目指す主な成果〕 

『強み』 

の強化 

・多様な人材の確保による就業率の向上 

・「金沢市はたらく人にやさしい事業所」表彰企業数の拡大 

・働く人の地域活動や社会貢献活動への参加促進 

『弱み』 

の克服 

・管理的職業に従事する女性の割合の向上 

・付加価値生産性（事業従事者１人当たり付加価値額）の向上 

・石川県内の新規大学卒業者の県内就職内定率の向上 

 

〔重要業績評価指標（ＫＰＩ）〕 

 項  目 直近の数値 目標値※１ 備 考 

基本方針１ 多様な人材の活躍促進に向けた環境づくり 

管理的職業に従事する女性の割合 

本市 15.6％ 

全国 15.7％ 

(2020 年) 

20％ 

(2025 年) 

総務省 

「国勢調査」 

（金沢市） 

基本方針２ 労働生産性の向上に向けた環境づくり 

事業従事者 1 人当たり付加価値額※２  

本市 512 万円 

全国 536 万円 

(2012-2016 年) 

全国を上回る 

(2021-2026 年) 

総務省 

「経済センサス」

（金沢市） 

基本方針３ 働きながら幸せを実感できる環境づくり 

「金沢市はたらく人にやさしい事業所」

表彰企業数 

67 社 

(2022 年度) 

100 社 

(2027 年度) 
 

※１ 目標値における括弧書きの目標年（年度）は、国勢調査など調査年が確定している項目を除き、

本プラン実施期間の最終年（年度）とする。 

 ※２ 経済センサスＲ３年度活動調査（2016-2021）の結果の公表次第、直近の数値の差し替えを行う。 
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第２次金沢版働き方改革推進プラン 概念図 

 

・管理的職業に従事する女性の割合の向上

　　⇒　重要業績評価指標（KPI）や数値目標の設定

『強み』
の強化

・多様な人材の確保により就業率の向上

・「金沢市はたらく人にやさしい事業所」表彰企業数の拡大

・働く人の地域活動や社会貢献活動への参加促進

『弱み』
の克服

・付加価値生産性（事業従事者1人当たり付加価値額）の向上

・石川県内の新規大学卒業者の県内就職内定率の向上

目指す主な成果

基本方針に基づき、具体的な施策を推進

[本市の主な役割]

・働き方改革の更なる浸透

・多様な人材の活躍に向けた支援、企業とのマッチング支援

・中小企業の取組を後押しするための財政的 技術的支援

・好事例取組の紹介など積極的な情報発信

・家庭と仕事の両立支援や地域活動への参加促進等

基本方針１

多様な人材の活躍促進に

向けた環境づくり

基本方針３

働きながら幸せを

実感できる環境づくり

基本方針２

労働生産性の向上に

向けた環境づくり

基本方針

基本理念 働きがいと幸せを感じられるまち金沢
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第２次金沢版働き方改革推進プランの体系図 

  

働
き
が
い
と
幸
せ
を
感
じ
ら
れ
る
ま
ち
金
沢 

［基本方針１］ 

 

 多様な人材の活躍促進 

 に向けた環境づくり 

［基本方針２］ 

 

 労働生産性の向上 

 に向けた環境づくり 

 

［基本方針３］ 

 

 働きながら幸せを 

 実感できる環境づくり 

 

基本理念 基本方針 施策の方向性 

(２) 女性や若者が活躍しやすい環境の整備 

(３) 障害のある人等の就労支援の推進 

(４) 就労促進に向けた外国人サポート体制の強化 

(６) 各分野での人材・担い手の確保、活用の推進 

(１) 生涯現役社会に向けた高齢者の就労拡大 

(５) 多様性を重視した就労の推進と環境の整備 

(７) 労働生産性向上を図る設備・新技術等の 
導入促進に向けた環境の整備 

(９) 外部人材等を活用した労働生産性向上の推進 

(10) 健康経営の充実  

(８) 次代を担うデジタル人材等の育成や 
働き手のリスキリングへの支援 

(11) 長時間労働の是正や処遇改善等に 
向けた環境の整備 

(12) 育児・介護、治療や地域活動等と 
仕事との両立に向けた環境の整備 

(13) 多様な働き方や職場環境の改善等に 
関する普及推進 

(14) ウェルビーイングを尊重する働き方 

の情報発信・啓発 
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施策 

④ 女性の活躍に向けた取組の支援・情報発信の強化 
⑤ 起業を目指す女性や若者への支援 
⑥ 関係機関等との連携による女性や若者への就労支援 

⑦ 障害のある人の特性等に応じた雇用支援 
⑧ 障害のある人の就労定着の支援充実 
⑨ ひとり親家庭の親への就労支援 
⑩ 生活保護受給者等への就労・自立支援 

⑪ 地域における多文化共生に向けた環境の整備 
⑫ 外国人留学生の地元企業で働く魅力の理解促進 

⑮ 保育や介護など福祉に関する人材の確保・定着支援 
⑯ 金沢農業大学校、金沢林業大学校、金沢職人大学校等を通じた担い手の確保・活用 
⑰ 人手不足分野の中小企業等への人材確保の支援強化 
⑱ 多様な働き方に即した人材の受入・活用 

① 65 歳以上の雇用支援の強化 
② アクティブシニアの活躍支援 
③ 関係機関等との連携による就労支援 

⑬ 公正な採用選考の確保 
⑭ 多様性への理解を深める取組や多様な人材の受入体制整備の推進 

⑲ 中小企業等の生産性向上に資する設備投資への支援 
⑳ 抜本的な業務見直しに向けたＤＸ等の導入促進 
㉑ その他ＡＩ等技術の活用促進 

㉕ 専門人材を活用した副業・兼業の推進 
㉖ 外部人材活用のための産学官の連携強化 

㉒ 次代を担う産業人材の育成支援 
㉓ 職業訓練や資格取得の支援 
㉔ デジタル社会の担い手育成支援 

㉚ 建設業における週休２日制の普及拡大に向けた取組の推進 
㉛ 働き方改革関連法の周知啓発の強化 
㉜ 処遇改善に向けた環境の整備 

㉝ 幼児教育・保育施設、放課後児童クラブ、病児保育施設など子育て支援制度の充実 
㉞ 男性の育児参加拡大に向けた取組の推進 
㉟ がん患者が自分らしく暮らせるための支援 
㊱ 地域活動、社会貢献活動や家庭教育等に関する意識啓発 

㊲ 金沢イクボス企業同盟と連携した職場環境改善等に向けた取組の推進 
㊳ 好事例の発信など働き方改革の普及啓発の強化 
㊴ 表彰制度の充実・表彰企業のＰＲ強化 
㊵ テレワーク等を活用した「新しい働き方」の導入促進 

㉗ 健康経営に関する情報発信の強化 
㉘ 健康づくりに取り組む企業への支援 
㉙ ハラスメント防止の普及啓発・相談体制の整備 

㊶ 従業員の働きがいや生きがいにつながる企業経営の普及啓発 
㊷ 企業による従業員のボランティア活動等を支援する取組の発信 
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５．金沢らしい働き方と地域コミュニティの活性化の実現に向けて 
本市は、公民館や町会を中心として、地域でのコミュニティ活動が盛んなま

ちです。 

しかし、近年では、町会の加入率も低下傾向を見せ、地域活動の担い手不足

が問題となっています。また、新型コロナウイルス感染症の影響による地域行

事の中止に伴い、運営等における知識や技術の継承が進まなくなるなど、地域

コミュニティを取り巻く環境は、厳しさを増しています。 

 地域コミュニティを再び活性化させるためには、行事の復活だけではなく、

地域活動を支える人材を輩出する仕組みを作ることが大切であり、そのために

は、企業の働き方改革を通して、働く人に地域活動への参加を促していくこと

が必要であると考えます。 

第２次金沢版働き方改革推進プランでは、金沢らしい働き方として、働く人

と家庭、企業、地域コミュニティそれぞれの理解と連携により、働き方改革を

通して新たに生まれた時間を活用し、働く人に地域活動に参加してもらい、地

域コミュニティの活性化を図る、「金沢ワークスタイル」を提案します。 

 

（１）「金沢ワークスタイル」について  

「金沢ワークスタイル」では、働く人・家庭・企業・地域コミュニティがそ

れぞれ有機的な結合で相互に作用し合う、持続可能なシステムを目指していま

す。 

「金沢ワークスタイル」の効果として、働く人とその家族が地域活動に参加

することにより、地域の課題解決と活性化につながるほか、働く人の働きがい

やスキルアップによる従業員の成長を促す好循環が生まれることが期待されま

す。 

また、地域の活性化は、高齢者等への見守りや防災等の協力体制の構築・強

化のほか、良好な子育てや住環境の整備にもつながり、子育て世帯の流入によ

る地域の担い手不足対策の一助になると考えられます。 

本市では、関係各課や働く人・家庭・企業・地域コミュニティそれぞれと連

携し、理解を得ながら、地域の活性化へ向け、「金沢ワークスタイル」の普及

を進めていきます。  



 

５１ 

 

金沢ワークスタイルの概念図 

 

  

企業

家庭

地域
コミュニティ

働く人

多様な経験・スキルの取得

地域活動参加
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（２）金沢ワークスタイルの参考データ  

（２）－１  町会加入率等の推移  

 町会の加入率は、年々低下傾向にある。 

 
図表 47 町会加入率等の推移（金沢市市民局市民協働推進課の独自調査） 

 

（２）－２  町会役員の担い手について  

 町会役員が高齢化しているだけでなく、人手不足が深刻化している。 

 
図表 48 町会役員の高齢化について（金沢市町会長アンケート調査） 

 

 
図表 49 町会役員の担い手不足について（金沢市町会長アンケート調査）  
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１．多様な人材の活躍促進に向けた環境づくり  
少子高齢化に伴い若年者層の就業者数が減少する中、必要な労働力を確保し

企業が発展していくためには、単に女性や高齢者をはじめ多様な人材を雇用

し、就業者数の増加を図るだけでなく、多様な人材が継続的に働き、活躍でき

る環境を整備していくことが大切です。 

本市では、管理的職業に占める女性の割合が全国平均と比べて低いことか

ら、企業活動等において、管理職を目指す女性が少ない傾向があると考えられ

ます。そこで、女性がキャリアアップを意識できる組織づくりや、ワーク・ラ

イフ・バランスを重視した環境の整備が必要であることから、第２次働き方改

革推進プランでは、管理的職業に占める女性の割合の向上に重点を置いて取り

組んでいくこととします。 

また、若者の地元定着や高齢者等が就労しやすい環境の整備や障害のある人

等の就労支援の推進に注力するとともに、外国人については、地域での多文化

共生に向けた環境の整備など生活面でのサポート体制を強化し、定着を促進し

ていくほか、人手不足に悩む中小企業の人材確保を支援するとともに、保育、

介護、農林などの各分野においても、引き続き人材や担い手の確保、活用を推

進していきます。 

 

 

 

 

(１) 生涯現役社会に向けた高齢者の就労拡大 

(２) 女性や若者が活躍しやすい環境の整備 

(３) 障害のある人等の就労支援の推進 

(４) 就労促進に向けた外国人サポート体制の強化 

(５) 多様性を重視した就労の推進と環境の整備 

(６) 各分野での人材・担い手の確保、活用の推進 

  

 プランの具体的な取組と推進体制  第５章 

施策の方向性 
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（１）生涯現役社会に向けた高齢者の就労拡大  

施  策 主 な 取 組 

① ６５歳以上の雇用支援の強化 

○６５歳以上の高齢者を雇用する事業主に対す

る助成制度などにより、企業の高齢者雇用を支

援します。 

○高齢者の就労拡大に積極的に取り組む企業の

好事例の情報発信など、市内企業の職場環境づ

くりを支援します。 

② アクティブシニアの活躍支援 

○アクティブシニアの活躍促進に向けて、相談窓

口の開設や必要な情報の発信など、高齢者の社

会参加や就労等を支援します。 

○シニア世代が活躍する企業の紹介など、高齢者

の就労に向けたきっかけづくりを行います。 

③ 関係機関等との連携による 

就労支援 

○ハローワークやシルバー人材センター等と連

携したマッチング交流会の開催など、高齢者の

就労と企業の人材確保を支援します。 

○シルバー人材センターの就業機会の拡大等の

取組を支援します。 

 

（２）女性や若者が活躍しやすい環境の整備  

施  策 主 な 取 組 

④ 女性の活躍に向けた取組の

支援・情報発信の強化 

○女性活躍に取り組む企業や関係団体で構成する

「かなざわ女性活躍推進会議」で、女性の管理職

登用の促進等に係る施策を検討・実施します。 

○女性の管理職候補者のモチベーションや能力向

上を図るための講演会やネットワーク構築のた

めの交流会を開催し、女性管理職増加を促進し

ます。 

○女性農業者等の活躍に向けた取組を支援し、職

場環境の改善や担い手の確保につなげます。 

施策と主な取組 
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⑤ 起業を目指す女性や若者 

への支援 

○女性起業家のための実践プログラムや起業チャ

レンジ若者支援、企業・金融機関とのマッチング

機会の創出等を通して、女性や若者のビジネス

化を支援します。 

○起業家間のコミュニティ形成につながるネット

ワークの構築に向けて、若者や女性起業家の活

動を支援します。 

⑥ 関係機関等との連携による

女性や若者への就労支援 

○ハローワーク等と連携したマッチング交流会の

開催など、女性や若者の就労と企業の人材確保

を支援します。 

 

（３）障害のある人等の就労支援の推進  

施  策 主 な 取 組 

⑦ 障害のある人の特性等に 

応じた雇用支援 

○就職活動に必要な基礎能力等を習得するセミナ

ーを開催し、国主催の障害者就職面接会（本市共

催）につなげるなど、早期就労を支援します。 

○就労系障害福祉サービス事業者の就労支援のス

キル向上を図るとともに、就労系障害福祉サー

ビス事業者と一般企業等とのマッチングを支援

します。 

○公共職業訓練施設等で職業訓練する受講者に奨

励金を交付し、障害のある人の就労促進を図り

ます。 

⑧ 障害のある人の就労定着の

支援充実 

○障害のある人の就労定着を図るため、ジョブコ

ーチ（職場適応援助者）による支援を充実しま

す。 

○一般企業等で就労している障害のある人に対

し、相談、指導や助言等を行い、就労の継続を支

援します。 

○障害のある人を継続して雇用する事業主に対

し、奨励金を交付し、長期間働き続ける環境づく

りを行う企業を支援します。 
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⑨ ひとり親家庭の親への 

就労支援 

○ひとり親家庭の親の就労促進と自立支援のた

め、就職に必要な資格取得に係る給付金等の支

援や就労相談等を行います。 

○ひとり親家庭を対象に、再就職支援セミナーや、

就業支援講習会を行います。 

○ハローワーク等と連携し、児童扶養手当受給者

の状況等に応じた自立・就労支援を行います。 

○ひとり親家庭の親を雇用した事業主に奨励金を

交付し、雇用の促進と安定を図ります。 

⑩ 生活保護受給者等への 

就労・自立支援 

○生活保護受給者の就労による自立を図るため、

就労支援相談員による相談・助言等を行います。 

○ビジネスマナー講習や職場体験の実施など、就

労に必要な基礎能力等の習得を支援します。 

（４）就労促進に向けた外国人サポート体制の強化  

施  策 主 な 取 組 

⑪ 地域における多文化共生に 

向けた環境の整備 

○地域やボランティアと連携して、外国人児童・

生徒の日本語学習を支援するほか、保護者への

相談窓口の開設など多文化共生のための地域

づくりを推進します。 

⑫ 外国人留学生の地元企業で 

働く魅力の理解促進 

○日本人大学生と外国人留学生及び国際交流員

との交流会や企業見学会、地元企業経営者との

懇談を実施し、本市に定着するグローバルな人

材の育成を推進します。 

 

（５）多様性を重視した就労の推進と環境の整備  

施  策 主 な 取 組 

⑬ 公正な採用選考の確保 

○国等と連携し、企業が採用選考に際し、面接選

考等で差別のない選考を実施するため、研修会

を開催するなど、性的少数者等への公正な採用

選考の確保を推進します。 



第５章 プランの具体的な取組と推進体制 

 

５８ 

 

⑭ 多様性への理解を深める取組

や多様な人材の受入体制整備

の推進 

○性別などにかかわらず１人ひとりが活躍でき

る社会への理解促進と企業等への受入体制の

整備を推進します。 

○育児や介護等やむを得ない理由により会社を

離職した従業員が、元の職場に復帰できる制度

を創設し、対象者を再雇用した市内中小企業を

支援します。 

 

（６）各分野での人材・担い手の確保、活用の推進  

施  策 主 な 取 組 

⑮ 保育や介護など福祉に関する

人材の確保・定着支援 

○離職中の保育士等を対象とした学びなおし（リ

カレント）研修や、保育者を目指す学生等に対

し、施設見学会を実施し、市内保育所等への就

職を促進します。 

○介護職員等の定着促進に向け、キャリアアップ

の支援を行うほか、関係機関等と連携した取組

を推進します。 

○保育士や介護職員など福祉に関する人材の確

保のため、県外に在住する者で金沢市内に就業

を希望する者等に対し、転居費用等の一部を助

成し、ＵＪＩターン就職を促します。 

⑯ 金沢農業大学校、金沢林業 

大学校、金沢職人大学校等を 

通じた担い手の確保・活用 

○各大学校の運営を通して、新たな担い手を育成

します。金沢職人大学校では、修了生の活躍の

場を広げるため、有識者等と情報発信手法等を

検討するほか、Ｗｅｂサイトに職人の情報を掲

載することにより、職人の技を活用する機会を

創出します。 

○地域おこし協力隊の制度を活用し、林業や中山

間地域の担い手の育成を図ります。 

○縁付金箔製造にかかる後継者育成支援プログ

ラムを基に、後継者の養成や若年層の担い手の

獲得を促進します。 
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⑰ 人手不足分野の中小企業等 

への人材確保の支援強化 

○人手不足分野を対象とした就職フェアの開催

など、中小企業の人材確保を支援します。 

○土木建設業の魅力発信により、業界のイメージ

向上とともに、人材確保を支援します。 

○元競技者や指導者を雇用し、地域のスポーツ教

室等を実施する企業や競技団体を支援します。 

○国、県、経済・労働団体など関係機関等との連

絡会を定期的に開催するなど、雇用に関する取

組を効果的に推進します。 

○市内中小企業の人事担当者によるネットワー

クの形成や魅力あるエクスターンシップの提

供への支援及び、従業員の奨学金返還を支援す

る中小企業の返還支援額の一部を助成するこ

とにより、企業の人材確保や採用力強化、学生

等の地元定着を図ります。 

○就職氷河期において、十分なキャリア形成がな

されなかった方や様々な事情で職に就けてい

ない方と、人手不足に悩む市内中小企業をマッ

チングし、雇用支援と人材確保を強化します。 

⑱ 多様な働き方に即した人材の

受入・活用 

 

○時間や場所にとらわれない柔軟な働き方であ

る「スマートワーク」への転換を促進します。 

○働き方の多様化に対応した人材掘り起こしや 

マッチング機会の提供を行います。 

○多様な雇用形態の導入や副業人材の受入など、

様々な人材活用に関する理解を促進します。 

○企業の課題解決及び従業員のキャリア形成の

促進を図るため、セミナー等で副業・兼業人材

の活用を啓発します。 
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２．労働生産性の向上に向けた環境づくり  
新型コロナウイルス感染症の影響がありつつも、県内の有効求人倍率は、全国

と比べても高い水準を保っており、依然として企業の人手不足感は続いていま

す。しかし、昨年度からの資源や原材料費の高騰に伴う世界的なインフレ圧力の

強まりにより、企業にとって、従業員の賃金上昇や仕入れコストの上昇への対応

が迫られる中、利益を確保しつつ、事業規模を維持・拡大していくためには、業

務の省力化や業務プロセスの見直しだけでなく、外部人材の活用やＤＸ化を推

進し既存の価値観や枠組みを超えて業務を見直し、競争力を高めていく必要が

あると考えます。また、今後、事務等の職種におけるＡＩやロボットによる代替

が進み、これまでの働き方の概念が大きく変わると考えられることから、将来各

産業において求められる人材を育成していく必要があります。 

本市としては、今年３月に策定した「金沢市新産業成長ビジョン」における戦

略とともに、労働生産性の向上を図るため外部人材の活用やデジタル技術を活

用したＤＸ化の推進、将来を見据えた人材の育成などの環境づくりを進めてい

くほか、リスキリングによる働く人のスキルアップなど、技術革新と産業界のニ

ーズに合った進取性のある能力開発等に対する支援を充実させ、働き手の賃金

上昇や処遇改善につながる施策に取り組んでいきます。 

また、誰もが生きがいや働きがいを持ち、その能力や個性が最大限発揮される

よう、働く人の心身の健康保持増進を図り、生産性の向上や企業価値の向上につ

なげる健康経営を推進します。 

 

 

 

(７) 労働生産性向上を図る設備 新技術等の導入促進に向けた環境の整備 

(８) 次代を担うデジタル人材等の育成や働き手のリスキリングへの支援 

(９) 外部人材等を活用した労働生産性向上の推進 

(10) 健康経営の充実 

 

 

 

  

施策の方向性 
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（７）労働生産性向上を図る設備・新技術等の導入促進に向けた  

環境の整備  

施  策 主 な 取 組 

⑲ 中小企業等の生産性向上に 

資する設備投資への支援 

○中小企業等の経営強化に対する支援施策等を推

進するため、中小企業活性化推進員及び金融相

談員を配置した総合応援窓口を運営します。 

○石川県鉄工機電協会及び石川県産業創出支援機

構が行う機械設備等の貸与制度について、原資

の預託や利子補給を行い支援します。 

⑳ 抜本的な業務見直しに 

向けたＤＸ等の導入促進 

○中小企業のＤＸ化を支援するため、金沢未来の

まち創造館に最先端技術を活用したデジタル機

器の展示・体験スペースを設置するとともに、体

験型のワークショップを開催します。 

○農業の担い手の確保と働きやすい環境の整備の

ため、農作業の省力化・軽減化につながるＩＣＴ

等を活用したスマート農業機械の導入等を支援

します。 

○業務の効率化と働きやすい環境の整備のため、

保育所等のＩＣＴ化を推進します。 

㉑ その他ＡＩ等技術の 

活用促進 

○最先端技術（メタバース、ブロックチェーン、Ｎ

ＦＴなど）を活用し、市民生活の向上を実現する

とともに社会実装を促進します。 

○ＡＩ等技術を活用して、広報広聴機能の充実に

より市民サービスの向上を推進します。 

○森林情報を航空レーザーで計測し、林業経営や

森林管理に活用し、森林施策の効率化・省力化を

図ります。 

  

施策と主な取組 
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（８）次代を担うデジタル人材等の育成や働き手のリスキリングへの支援 

施  策 主 な 取 組 

㉒ 次代を担う産業人材の 

育成支援 

○金沢未来のまち創造館やＩＴビジネスプラザ武

蔵、金沢ＡＩビレッジに、創造力あふれる優秀な人

材等を集積し、地場企業や起業家が共創・成長する

コミュニティを形成します。 

○第四次産業革命に対応した地域の新産業創出に寄

与するために、次世代を担う中高生を対象として、

新産業を創出するための様々なリテラシー（情報

活用能力）を育成する課外活動を実施します。 

○次世代のものづくり産業を担う人材の発掘・育成

を目指し、金沢市立工業高校の生徒に対する技能

検定取得に向けた研修や高校生技能士の表彰を行

います。 

㉓ 職業訓練や資格取得の支援 

○技能尊重機運を醸成するため、技能五輪全国大会

等への出場を支援します。 

○中小ものづくり企業の人材育成を目的に、高度な

知識や技術を習得するための研修受講や技能検定

受検を支援します。 

○市内地区公民館職員の資質向上のため、研修会を

開催するとともに、社会教育主事の資格取得を支

援します。 

○公共職業訓練施設等で職業訓練する受講者に奨励

金を交付し、中高年齢者や障害のある人の就労促

進を図ります。（再掲） 

○育児や介護等やむを得ない理由により会社を離職

した従業員を再雇用し、リスキリングのため資格

を取得させた市内中小企業を支援します。 

㉔ デジタル社会の担い手 

育成支援 

 

○デジタル産業人材の育成を推進するため、ＩＴパ

スポート試験等への受験料・受講料を支援します。 
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○中小企業のＤＸ化を支援するため、金沢未来のま

ち創造館に最先端技術を活用したデジタル機器の

展示・体験スペースを設置するとともに、体験型の

ワークショップを開催します。（再掲） 

（９）外部人材等を活用した労働生産性向上の推進  

 

（１０）健康経営の充実  

施  策 主 な 取 組 

㉗ 健康経営に関する 

情報発信の強化 

○健康経営等の普及啓発など、働く人が健康に働く

ことができる職場環境づくりを推進します。 

○事業所等に対する改正健康増進法の周知啓発な

ど受動喫煙を防止する環境づくりを推進します。 

○金沢市自殺対策計画に基づくメンタルヘルス対

策など、若者・働く世代の特性に応じた支援の充

実を図ります。 

㉘ 健康づくりに取り組む 

企業への支援 

○健康づくりに取り組む企業を「金沢健康づくり応

援団」として認定し認定企業の健康づくり活動を

支援するとともに活動内容等を広く発信します。 

㉙ ハラスメント防止の普及 

啓発・相談体制の整備 

○男女共同参画や人権啓発の出前講座で、ハラスメ

ント防止の普及啓発に取り組みます。 

○市役所内の労働相談窓口において、ハラスメント

等の相談に対し、社会保険労務士が助言等を行い

ます。 

施  策 主 な 取 組 

㉕ 専門人材を活用した副業・ 

兼業の推進 

○企業の課題解決及び従業員のキャリア形成の促

進を図るため、セミナー等で副業・兼業人材の活

用を啓発します。（再掲） 

㉖ 外部人材活用のための 

産学官の連携強化 

○金沢大学等が実施する共創型企業・人材展開プロ

グラムの成果等について、「金沢市はたらくサイ

ト」で情報を発信し、外部人材活用の促進を図り

ます。 
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３．働きながら幸せを実感できる環境づくり  

多様な人材が活躍し、労働生産性を高めていくためには、働く環境の整備・

充実が必要不可欠です。働く人のライフスタイルやライフステージの変化に応

じて働き方の選択肢を広げるなど、柔軟な職場環境を整備することが、多様な

人材の確保や生産性の向上につながるものと考えます。 

また、働き方改革は、ＳＤＧｓの取組やウェルビーイングの考え方につなが

ることから、それらの視点も取り入れて柔軟な職場環境の整備等を行っていく

必要があります。 

本市としては、引き続き長時間労働の是正や処遇改善等に向けた環境の整備

に取り組むとともに、業務改善の視点だけではなく、家庭生活と仕事との両立

や、働く人の地域活動への参加意識を高めるなど、地域活動と仕事との両立を

図る環境整備を進め、働く人１人ひとりが働きがいと生きがいを持って生活で

きる社会の実現を目指します。 

また、金沢イクボス企業同盟など関係団体等と連携・協力を図りながら、職

場環境の改善に関する情報発信等を強化するとともに、表彰制度の充実や表彰

企業のＰＲ強化を継続し、柔軟で多様な働き方などに取り組む市内企業の拡大

を図るなど、働き方改革の普及啓発を強化していきます。 

 

 

 

(１１) 長時間労働の是正や処遇改善等に向けた環境の整備 

(１２) 育児 介護、治療や地域活動等と仕事との両立に向けた環境の整備 

(１３) 多様な働き方や職場環境の改善等に関する普及推進 

(１４) ウェルビーイングを尊重する働き方の情報発信・啓発 

 

 

 

（１１）長時間労働の是正や処遇改善等に向けた環境の整備  

施  策 主 な 取 組 

㉚ 建設業における週休２日制

の普及拡大に向けた取組の

推進 

○建設業における労働環境の改善のため、本市が発

注する建設工事において、週休２日制のモデル工

事の試行など、普及拡大に向けた取組を推進しま

す。 

施策の方向性 

施策と主な取組 
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㉛ 働き方改革関連法の 

周知啓発の強化 

○市役所の労働相談窓口において、働き方改革関連

法への対応や職場環境の改善に向けた助言等を

行うなど、働きやすい職場環境づくりを支援しま

す。 

㉜ 処遇改善に向けた環境の 

整備 

○若者や女性の非正規雇用労働者を正規雇用へ転

換した事業主への奨励金制度を充実するなど、雇

用の安定や処遇改善を図ります。 

○民間保育所等が省令の基準を超えて保育士を配

置する場合の人件費助成など、民間保育所等にお

ける保育環境の充実や保育士の負担軽減を図り

ます。 

（１２）育児・介護、治療や地域活動等と仕事との両立に向けた環境の整備  

施  策 主 な 取 組 

㉝ 幼児教育・保育施設、放課

後児童クラブ、病児保育施

設など子育て支援制度の 

充実 

○民間保育所等が実施する延長保育、一時預かり及

び年末保育・休日保育等保育サービスについて助

成を行います。 

○放課後児童クラブの開所時間延長・施設整備等に

係る経費を支援します。 

○保護者の病気等による児童の短期預かりの実施

や、病児一時保育等を実施する施設への補助を行

うことに加え、市立病院内においても病児一時保

育を行います。 

○低所得世帯等に対し、病児保育利用料を助成しま

す。 

○会員間で育児の相互支援を行うファミリーサポー

トセンター事業を実施します。 

㉞ 男性の育児参加拡大に 

向けた取組の推進 

○男性の育児休業取得を推進する中小企業等の取組

の周知など、男性の育児参加の拡大を図ります。 

○一定期間育児休業を取得した男性労働者に対し、

奨励金を支給し、男性育児休業の取得を促進しま

す。 
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○育児休業を男性職員に一定期間取得させた市内中

小企業に助成金を支給し、男性育児休業取得率の

向上を図ります。 

○育児休業を取得した男性職員に、育児休業を取得

した経緯や取得して感じたことなどを、インタビ

ューし、情報発信します。 

㉟ がん患者が自分らしく 

暮らせるための支援 

○関係機関・団体と連携して、ライフステージに応

じた支援を行います。 

〇がん治療に伴う外見変化があった方に対して、ウ

ィッグ等補正具の購入費用の一部を助成します。 

㊱ 地域活動、社会貢献活動や 

家庭教育等に関する 

意識啓発 

○地域活動休暇制度など、従業員が地域活動に参加

しやすくなる制度を創設し、従業員に積極的な休

暇取得を促し、地域活動に参加させた企業に助成

を行い、地域活動についての意識啓発を図ります。 

○プロボノ活動等の社会貢献活動について、働き方

改革に関するセミナーを通して、意識啓発を図り

ます。 

○元競技者や指導者を雇用し、地域のスポーツ教室

等を実施する企業や競技団体を支援します。（再

掲） 

（１３）多様な働き方や職場環境の改善等に関する普及推進  

施  策 主 な 取 組 

㊲ 金沢イクボス企業同盟と

連携した職場環境改善等

に向けた取組の推進 

○働き方改革に関するセミナーの開催など、職場環境

改善等に向けた普及啓発を推進します。 

○仕事と家事に忙しく家庭教育について学ぶ時間を

確保することが困難な保護者が多い現状を踏まえ、

子育て世代が働きやすい職場づくりの一環として

家庭教育力向上に取り組む企業を支援します。 
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㊳ 好事例の発信など働き方

改革の普及啓発の強化 

○スマートワーク等の多様な働き方や職場環境の改

善など、市内企業等における働き方改革の好事例を

発信します。 

○石川労働局が設置する「いしかわ働き方改革等推進

協議会」を通して、地域の関係団体等と情報共有を

図り、本市の働き方改革の取組を効果的に発信しま

す。 

㊴ 表彰制度の充実・表彰企業

のＰＲ強化 

○「金沢市はたらく人にやさしい事業所」表彰におい

て、スマートワークなどに取り組む企業を表彰する

ことにより、より高いレベルの働き方改革を促し、

表彰制度の充実を図ります。 

○「金沢市はたらくサイト」をはじめ各種媒体を活用

して、表彰企業を効果的にＰＲするほか、ロゴマー

クを利用してもらい、働き方改革に取り組む企業を

支援します。 

㊵ テレワーク等を活用した 

「新しい働き方」の導入促進 

〇時間や場所にとらわれない柔軟な働き方である 

「スマートワーク」への転換を促進します。（再掲） 

〇サテライトオフィス開設やワーケーションなど新

しい働き方に対応した環境整備を支援します。 

 

（１４）ウェルビーイングを尊重する働き方の情報発信・啓発  

施  策 主 な 取 組 

㊶ 従業員の働きがいや 

生きがいにつながる 

企業経営の普及啓発 

○働き方改革セミナーで、従業員の働きがいや生きが

いにつながる経営について、事例紹介などを通して

普及啓発に努めます。 

㊷ 企業による従業員の 

ボランティア活動等を 

支援する取組の発信 

○地域活動休暇制度など、従業員が地域活動に参加し

やすくなる制度を創設し、従業員に積極的に休暇の

取得を促し、地域活動に参加させた企業に助成を行

い、活動を発信し普及啓発を図ります。（再掲） 

○プロボノ活動等の社会貢献活動について、働き方改

革に関するセミナーを通して、意識啓発を図りま

す。（再掲） 

 



第５章 プランの具体的な取組と推進体制 

 

６８ 

 

４．数値目標  
本プランの進捗状況を客観的に把握するため、数値目標を以下のとおり設定

します。なお、◎は重要業績評価指標（ＫＰＩ）です。 

 

〔基本方針１ 多様な人材の活躍促進に向けた環境づくり〕 

項  目 直近の数値 目標値 備 考 

 就業率（15～64 歳） 
77.1％ 

(2020 年) 

80％ 

(2025 年) 

総務省「国勢調査」

（金沢市） 

 高齢者就業率（65～69 歳） 
53.5％ 

(2020 年) 

58％ 

(2025 年) 

総務省「国勢調査」

（金沢市） 

 女性就業率（25～44 歳） 
81.6％ 

(2020 年) 

84％ 

(2025 年) 

総務省「国勢調査」

（金沢市） 

 
外国人労働者のうち専門的・技術

的分野の在留資格を持つ者の人数 

803 人 

(2021 年) 

1,500 人 

（2027 年) 

石川労働局「石川県

内の外国人雇用状況

の集計結果」（金沢公

共職業安定所管内） 

◎ 管理的職業に従事する女性の割合 

本市 15.6％ 

全国 15.7％ 

(2020 年) 

20％ 

（2025 年） 

総務省「国勢調査」

（金沢市） 

 
起業チャレンジ若者支援事業採択

数（年間） 

10 件 

(2022 年度) 

10 件 

(2027 年度) 
 

 新規大学卒業者の県内就職内定率 
38.9％ 

(2021 年度) 

42％ 

(2027 年度) 

石川労働局「新規大

学等卒業者の就職内

定状況」（石川県） 

 

〔基本方針２ 労働生産性の向上に向けた環境づくり〕 

項  目 直近の数値 目標値 備 考 

◎ 
※事業従事者 1 人当たり付加価値

額 

本市 512 万円 

全国 536 万円 

(2012-2016 年) 

全国を 

上回る 

(2021-2025 年) 

総務省「経済センサ

ス」（金沢市） 

 
先端設備等導入計画の認定件数 

（2018.6 月～2025.3 月） 

343 件 

(2018.6 月

～2022.3 月) 

500 件 

(2018.6 月～ 

2025.3 月) 

生産性向上特別措置

法に基づく導入促進

基本計画 

 金沢健康づくり応援団認定数 
24 社 

(2021 年度) 

増加 

(2023 年度) 

金 沢 健 康 プ ラ ン

2018 

※経済センサスＲ３年度活動調査（2016-2021）の結果の公表次第、直近の数値の差し替えを行う。 
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〔基本方針３ 働きながら幸せを実感できる環境づくり〕 

項  目 直近の数値 目標値 備 考 

 
県内における 1 人平均月間総実労

働時間（事業所規模 30 人以上） 

143.2 時間 

(2021 年) 

140 時間未満 

(2027 年) 

石川県「毎月勤労統

計調査_地方調査」 

 放課後児童クラブの箇所数 
104 箇所 

(2021 年度) 

増加 

(2024 年度) 

かなざわ子育て夢プ

ラン 2020 

 
ファミリーサポートセンターの活

動件数（年間） 

5,534 件 

(2021 年度) 

6,700 件 

(2024 年度) 

かなざわ子育て夢プ

ラン 2020 

 
県内における男性の育児休業取得

率 

6.53% 

(2020 年度) 

全国を上回る 

(2027 年度) 

石川県「賃金等労働

条件実態調査」 

 
企業版「親の学び場」開催団体数 

（累計） 
ー 

25 団体 

(2022～

2025 年度) 

金沢市家庭教育推進

プログラム 

 金沢イクボス企業同盟加盟企業数 
87 社 

(2022 年度) 

100 社 

(2027 年度) 
 

◎ 
「金沢市はたらく人にやさしい事

業所」表彰企業数 

67 社 

(2022 年度) 

100 社 

(2027 年度) 
 

※目標値における括弧書きの目標年（年度）は、国勢調査など調査年が確定している項目や他の

計画で指標として設定されている項目等を除き、本プラン実施期間の最終年（年度）とする。 

 

５．金沢市役所の働き方改革  
（１）これまでの経過  

本市では、２００５年３月に「次世代育成支援対策推進法」に基づく特定事業

主行動計画を、２０１６年４月に「女性活躍推進法」に基づく特定事業主行動計

画を、２０２０年３月に「障害者雇用促進法」に基づく障害者活躍推進計画を定

め、これまで、本市職員における仕事と子育ての両立と女性の活躍推進や障害の

ある人の働きやすい職場環境の整備に向けて、計画的に取組を進めてきました。 

併せて、市長が加入する輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会の行動

宣言に則り、引き続き市役所や市内での女性の活躍推進を目指すほか、金沢イク

ボス企業同盟と連携し、市内企業の働き方改革を進めていきます。 

 

（２）金沢市行政経営プランに基づく「働き方のＤＸと組織運営」  

本市では、時代の変化に応じた行政改革に積極的に取り組むことで、質の高い

行政サービスの提供に努めてきました。 

今後、人口減少社会や超高齢社会などの構造的な課題が顕在化し、また、局地

的大雨・地震などの想定を上回る自然災害や新型コロナウイルス感染症がもた
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らした生活様式の変化への対応が必要となるなど、行政を取り巻く環境は一層

厳しさを増していきます。 

そうした中にあっても、市民一人ひとりのニーズに沿った、質の高い行政サー

ビスを提供していくため「金沢市行政経営プラン」を策定しました。 

プランでは、「行政組織の質を高める」を基本方針の一つとして、デジタル行

政推進リーダーの育成や職員のリスキリング等に取り組むなど、職員の負担軽

減と生産性を高める働き方のＤＸと機能的な組織運営を推進していくこととし

ています。 

 

【金沢市行政経営プラン】 
○推進期間  ２０２３年度～２０２６年度（４年間） 

○基本理念  「質の高い市民サービスを創り続ける行政経営の実践」 

○基本方針  １ 行政組織の質を高める 

        ２ 共創の質を高める 

        ３ 財政基盤の質を高める 

 

６．プランの推進体制  
本プランを着実に実践していくためには、働き方改革の主体となる企業、団体、

ＮＰＯなどの事業者と、働き方改革を支援する行政とが連携して、取組を進める

ことが必要です。 

そのため、庁内推進体制のほか、関係団体や有識者等で構成する連絡会議を開

催し、各種施策の効果的な推進に努めていきます。 

 

（１）働き方改革推進本部（庁内）  

２０１８年４月に市長を本部長とする庁内横断組織として設置し、本プラン

の進捗管理や関係部局の総合調整等を行うほか、金沢市役所の働き方改革につ

いても同様に行い、働き方改革に係る施策を総合的かつ効果的に推進していま

す。 

 

（２）有識者等連絡会議  

国、県の行政機関のほか、経済団体、労働団体、有識者等で構成する連絡会議

を開催するなど関係団体等と相互連携を図りながら、施策の効果や新たな課題、

ニーズ等の把握に努めます。 
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１．企業アンケート調査結果  
【調査概要】 

調 査 名 第２次金沢版働き方改革推進プラン策定に係るアンケート調査 

調査目的 市内企業の「働き方改革」に対する取組や意識等を把握するため 

調査対象 
①金沢イクボス企業同盟の加盟企業 ②金沢雇用推進協議会の会員企業 

③市雇用奨励金活用企業のうち市内に本社がある全企業 494 社 

調査方法 Google フォームへの入力による回答 

調査期間 令和４年１０月１３日(木)～１０月３１日(月) 

回答対象 
事業主または役員 

（各社１名まで） 

中間管理職 

（各社２名まで） 

一般従業員 

（各社２名まで） 

回答票数 １０４票 １２３票 １２２票 

回 答 率 ２１.１％ １２.４％ １２.３％ 

【調査項目】 

（１）回答者属性（性別・年齢・会社（所属事業所）の従業員規模、主業種 

（２）「働き方改革」の取組 

 ①「働き方改革」の取組の有無 

 ②自社の人員状況 

 ③「働き方」や「休み方」の実施状況 

 ④「デジタル化・ＤＸ化」の推進の有無 

 ⑤ＳＤＧｓやウェルビーイングの取組の有無 

 ⑥従業員の能力開発支援 

（３）自身の考え方 

 ①仕事における総合的な満足度 

 ②能力向上のための学習の有無 

 ③「働くこと」において重要視していること 

 ④「働き方改革」による幸福感や充実感の変化 

 ⑤職場で感じている課題 

 ⑥今後増やしたい時間 

（４）地域活動の定着に向けた取組 

 ①企業からの支援があった場合の地域活動参加意向 

 ②地域活動への参加を促す「働き方改革」の取組 

（５）今後の「働き方改革」に関する考え 

 ①会社や職場で重点的に取り組む必要があると思うこと 

 ②今後、活躍の場を拡げたい人材 

 ③「働き方改革」の取組が進めやすくなると思う行政からの支援・援助 
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【調査結果】 

（１）回答者属性  

①性別 

 

②年齢 

 

③会社（所属事業所）の従業員規模 

  

80.8%

76.4%

41.0%

65.3%

19.2%

23.6%

57.4%

34.1%

1.6%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業主または役員(N=104)

中間管理職(N=123)

一般従業員(N=122)

全体(N=349)

男性 女性 回答しない

1.0%

2.4%

39.3%

14.9%

7.7%

15.4%

28.7%

17.8%

26.0%

36.6%

18.9%

27.2%

39.4%

39.0%

9.8%

28.9%

22.1%

6.5%

2.5%

9.7%

3.8%

0.8%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業主または役員(N=104)

中間管理職(N=123)

一般従業員(N=122)

全体(N=349)

１０代・２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上

54.8%

39.8%

41.8%

45.0%

13.5%

18.7%

13.9%

15.5%

20.2%

28.5%

32.8%

27.5%

9.6%

13.0%

9.0%

10.6%

1.9%

2.5%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事業主または役員(N=104)

中間管理職(N=123)

一般従業員(N=122)

全体(N=349)

４９人以下 ５０人～１００人 １０１人～３００人
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④会社（所属事業所）の主業種 

 

   

1.0%

0.3%

16.3%

22.8%

19.7%

19.8%

22.1%

19.5%

17.2%

19.5%

1.0%

2.4%

4.9%

2.9%

1.9%

1.6%

2.5%

2.0%

5.8%

6.5%

6.6%

6.3%

19.2%

20.3%

20.5%

20.1%

1.0%

1.6%

1.6%

1.4%

1.0%

1.6%

2.5%

1.7%

10.6%

6.5%

4.9%

7.2%

1.9%

1.6%

1.6%

1.7%

1.0%

0.8%

1.6%

1.1%

0.8%

0.3%

8.7%

5.7%

6.6%

6.9%

0.8%

0.8%

0.6%

8.7%

6.5%

8.2%

7.7%

0.8%

0.8%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業主または役員(N=104)

中間管理職(N=123)

一般従業員(N=122)

全体(N=349)

農業 林業 漁業

鉱業、採石業、砂利採取業 建設業

製造業 電気、ガス、熱供給、水道業

情報通信業 運輸業、郵便業

卸売業、小売業 金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業 学術研究、専門 技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業 生活関連サービス業、娯楽業

教育、学術支援業 医療、福祉

複合サービス事業 サービス業（他に分類されないもの）

公務（他に分類されるものを除く）

事業主または役員 中間管理職 一般従業員

（N=104） （N=123） （N=122）

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

農業 林業 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0%

漁業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

鉱業、採石業、砂利採取業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

建設業 17 16.3% 28 22.8% 24 19.7%

製造業 23 22.1% 24 19.5% 21 17.2%

電気、ガス、熱供給、水道業 1 1.0% 3 2.4% 6 4.9%

情報通信業 2 1.9% 2 1.6% 3 2.5%

運輸業、郵便業 6 5.8% 8 6.5% 8 6.6%

卸売業、小売業 20 19.2% 25 20.3% 25 20.5%

金融業、保険業 1 1.0% 2 1.6% 2 1.6%

不動産業、物品賃貸業 1 1.0% 2 1.6% 3 2.5%

学術研究、専門 技術サービス業 11 10.6% 8 6.5% 6 4.9%

宿泊業、飲食サービス業 2 1.9% 2 1.6% 2 1.6%

生活関連サービス業、娯楽業 1 1.0% 1 0.8% 2 1.6%

教育、学術支援業 0 0.0% 1 0.8% 0 0.0%

医療、福祉 9 8.7% 7 5.7% 8 6.6%

複合サービス事業 0 0.0% 1 0.8% 1 0.8%

サービス業（他に分類されないもの） 9 8.7% 8 6.5% 10 8.2%

公務（他に分類されるものを除く） 0 0.0% 1 0.8% 1 0.8%

合計 104 100.0% 123 100.0% 122 100.0%

産業大分類
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（２）「働き方改革」の取組  

① 「働き方改革」の取組の有無 ※事業主または役員のみ 

問：あなたの会社では「働き方改革」に取り組んでいますか。 

 

■①で「取り組んでいる」と回答した場合のみ 

①－１ 「働き方改革」の取組の効果 

問：「働き方改革」の取組によって、どのような効果がありましたか。（いくつでも） 

 

①－２ 「働き方改革」の取組を進める中での問題 

問：あなたの会社において「働き方改革」の取組を進める中で、現在どのような問題があり

ますか。（いくつでも） 

88.5% 11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取り組んでいる 取り組んでいない

（N＝104）

52.2%

29.3%

25.0%

18.5%

18.5%

15.2%

10.9%

9.8%

9.8%

2.2%

34.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

総労働時間（残業時間）が削減された

従業員＜仕事＞の満足度が上がった

従業員＜仕事＞の能力・効率性が上がった

会社のイメージが上がった

採用がしやすくなった／良い人材を採用できた

従業員の賃金を上げることができた

従業員が定着した／離職者が減った

会社の業績／利益が上がった

従業員が健康になった／体調を崩す人が減った

その他

まだ効果は現れていない／効果を感じない

(N=92)

53.3%

35.9%

28.3%

26.1%

18.5%

17.4%

9.8%

9.8%

6.5%

4.3%

2.2%

18.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

人手が足りない

今までの仕事の進め方が定着している

総務や管理系部署の従業員の負担が増える

上司・従業員の意識醸成が進まない

残業時間が減らない

設備投資にコストがかかる

従業員の働き方が二極化する

残業手当が減り従業員の満足度が下がる

制度やしくみを使いにくい風潮がある

社内の雰囲気が悪くなる

その他

特に問題はない
(N=92)
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■①で「取り組んでいない」と回答した場合のみ 

①－３ 「働き方改革」に取り組んでいない理由 

問：現在、「働き方改革」に取り組んでいない理由は何ですか。（いくつでも） 

 

② 自社の人員状況 ※事業主または役員のみ 

問：あなたの会社の人員状況について、当てはまるものはどれですか。 

 

③ 「働き方」や「休み方」の実施状況 ※事業主または役員のみ 

③－１ 長時間労働是正・業務改善に関すること 

問：あなたの会社で「働き方」や「休み方」に関して実施していることは何ですか。 

（いくつでも） 

   

50.0%

41.7%

33.3%

25.0%

16.7%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

41.7%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

働き方改革について考える余裕がない

今までの仕事の進め方が定着している

他企業の状況 動向を見極めてから対応する

人手が足りない

手法やノウハウが分からない

設備投資にコストがかかる

総務や管理系の従業員の負担が増える

従業員の働き方が二極化する（正規と非正規、長時間労働と短時間労働 など）

残業手当が減り従業員の満足度が下がる

その他

今後、取り組む予定である

取り組む必要性を感じていない

(N=12)

60.6% 37.5% 1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不足している 適当である 過剰である

（N＝104）

63.5%

46.2%

41.3%

37.5%

26.0%

21.2%

6.7%

3.8%

1.9%

5.8%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80%

労働時間の把握

業務効率化のためのＩＴやシステムの導入

残業の事前承認

仕事を代替できる体制づくりや仕事の平準化

ノー残業デー

従業員の意識改革のための教育研修

業務時間外の会議禁止

会議時間や回数の制限（一回あたりの上限時間を設定する等）

強制消灯、ＰＣの一斉電源オフ

その他

取組は行っていない／特にない

(N=104)
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③－２ 多様な働き方に関すること 

問：あなたの会社で「働き方」や「休み方」に関して実施していることは何ですか。 

（いくつでも） 

 

③－３ 人材の活用に関すること 

問：あなたの会社で「働き方」や「休み方」に関して実施していることは何ですか。 

（いくつでも） 

 

③－４ 休暇の取得促進、育児･介護等との両立支援に関すること 

問：あなたの会社で「働き方」や「休み方」に関して実施していることは何ですか。 

（いくつでも） 

 
  

32.7%

32.7%

23.1%

23.1%

17.3%

3.8%

1.9%

4.8%

29.8%

0% 10% 20% 30% 40%

短時間正社員（育児 介護の理由以外でも、正社員のまま短時間の勤務が可能）

テレワーク（ＩＣＴの活用で時間や場所の制約を受けない勤務形態）

時差出勤（1日の労働時間は変えず、出退社時間を前倒し又は後ろ倒しする）

副業・兼業の容認

フレックスタイム制（週あたりの労働時間は変えず、1日の出退社時間を労働者自ら決定）

ワーケーションの導入

裁量労働制（労働時間を実労働時間ではなく、一定の時間とみなす）

その他

取組は行っていない／特にない

(N=104)

56.7%

48.1%

39.4%

38.5%

9.6%

9.6%

4.8%

4.8%

1.0%

14.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

65歳以上の雇用確保措置（定年の延長や再雇用等による雇用継続）

女性活躍の推進（管理職への登用、教育機会の拡充 など）

非正規社員の正社員転換

年功序列にこだわらない管理職登用

法定数を上回る障害者の雇用

副業人材の活用

就職氷河期世代の活用

役職定年制の実施

その他

取組は行っていない／特にない

(N=104)

58.7%

32.7%

16.3%

8.7%

4.8%

3.8%

2.9%

3.8%

21.2%

0% 20% 40% 60% 80%

時間単位など柔軟な有給休暇取得制度

育児、介護休業者の職場復帰支援（情報提供や研修等）

家族やリフレッシュに関する法定外休暇（例：記念日休暇、リフレッシュ休暇）

法の規定を上回る育児 介護休業制度（子の対象年齢や日数等）

無給休暇の有給化

地域活動に関する法定外休暇（例：ボランティア休暇）

通院治療に関する法定外休暇（例：治療休暇）

その他

取組は行っていない／特にない

(N=104)
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７８ 

 

③－５ 取組促進に関すること 

問：あなたの会社で「働き方」や「休み方」に関して実施していることは何ですか。 

（いくつでも） 

 

④ 「デジタル化・ＤＸ化」への推進の有無 ※事業主または役員のみ 

問：あなたの会社では「デジタル化・ＤＸ化（デジタルトランスフォーメーション化）」を

推進していますか。 

 

④－１ 「デジタル化・ＤＸ化」推進における課題 

問：「デジタル化・ＤＸ化（デジタルトランスフォーメーション化）」推進における課題は 

何ですか。（２つまで） 

   

42.3%

42.3%

36.5%

20.2%

13.5%

10.6%

1.9%

22.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

長時間労働削減や年次有給休暇取得促進に関する数値目標の設定

定時退社・休暇取得の積極実践／声かけ

成果 業績で評価する人事・処遇制度

管理職向けの研修・意識啓発

非管理職向けの研修・意識啓発

管理職の人事評価に部下のワーク ライフ バランス推進を反映

その他

取組は行っていない／特にない

(N=104)

38.5% 20.2% 41.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全社的に推進している 部署単位で推進している 推進していない

(N=104)

46.2%

30.8%

26.9%

24.0%

19.2%

14.4%

1.9%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

組織のITに関する知識や能力を活用する力が不足している

旧来の文化・価値観が定着している

業務がデジタル化・ＤＸ化しにくい

明確な目標・目的が定まっていない

資金が不足している

長年の取引慣行に妨げられている

部門間の対立がある

その他

(N=104)



 

７９ 

 

④－２ 今後のデジタル化・ＤＸ化と人材 

問：今後業務のデジタル化・ＤＸ化（デジタルトランスフォーメーション化）やデジタル 

人材やＤＸ人材が必要になると思いますか。 

 

④－３ 今後のデジタル化・ＤＸ化の取組意向 

問：デジタル化・ＤＸ化（デジタルトランスフォーメーション化）について、 

今後取り組みたいと思いますか。 

 

⑤ ＳＤＧｓやウェルビーイングの取組の有無 

問：ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）やウェルビーイングの観点から働き方改革の取組を行

っていますか。 

  

53.8% 28.8% 14.4% 2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要になる 近い将来必要になる 必要にならない その他

(N=104)

36.5% 15.4% 32.7% 13.5%
1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

既に取り組んでいる 取り組み予定である
将来的に取り組みたいと思っている 取り組む予定はない
その他

(N=104)

38.5% 49.0% 10.6%
1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働き方改革の取組は、SDGsや従業員のウェルビーイングを意識して行っている

働き方改革の取組は、SDGsや従業員のウェルビーイングを意識していない

そもそも働き方改革の取組を行っていない

その他

(N=104)
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８０ 

 

⑥ 従業員の能力開発支援  

問：あなたの会社では、従業員の能力開発（職業に関する能力を向上させるための学習 

（リスキリングなど））を支援する取組を行っていますか。 

 
 

（３）自身の考え方  

① 仕事における総合的な満足度 

問：あなたの、仕事における現状の総合的な満足度について、当てはまるものはどれですか。 

 
  

35.6% 46.2% 17.3%
1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行っている 将来的に行おうと思っている

行うつもりはない その他

(N=104)

13.0%

15.6%

29.3%

28.7%

45.5%

37.7%

11.4%

10.7%

0.8%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中間管理職(N=123)

一般従業員(N=122)

満足 やや満足 普通 やや不満 不満



 

８１ 

 

② 能力向上のための学習の有無 

問：あなたは、職業に関する能力を向上させるための学習を行っていますか。  

※自己・会社負担問わず 

 

③ 「働くこと」において重要視していること 

問：あなたが「働くこと」において、重要視していることは何ですか。（２つまで） 

 
  

61.8%

47.5%

30.9%

33.6%

7.3%

18.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中間管理職(N=123)

一般従業員(N=122)

行っている 将来的に行おうと思っている 行うつもりはない

36.0%

22.8%

11.4%

10.5%

5.3%

4.8%

3.9%

3.1%

2.2%

36.7%

23.1%

13.5%

5.2%

8.7%

4.8%

2.2%

5.2%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40%

安定した収入が得られる

良い人間関係の職場で働くことができる

勤務地が生活圏と近接している

専門性や能力を活かせる

働く日や時間をある程度自分で調整できる

スキルアップができる

高い地位や収入を得られる

ライフステージに応じて働き方の選択ができる

その他

中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)
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８２ 

 

④ 「働き方改革」による幸福感や充実感の変化 

問：会社の「働き方改革」の取組によって、自身の日常生活への幸福感や充実感が上昇 

しましたか。 

 

④－１ 「上昇した」、「やや上昇した」と回答した理由 

 
  

7.3%

12.3%

45.5%

29.5%

43.9%

54.9%

3.3%

1.6%
1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中間管理職(N=123)

一般従業員(N=122)

上昇した やや上昇した 変わらない やや減少した 減少した

72.3%

27.7%

18.5%

13.8%

12.3%

3.1%

64.7%

21.6%

23.5%

11.8%

29.4%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80%

家族と過ごせる時間や学びの時間など自由に使える

時間が増えた

場所を限定せずに仕事ができるようになった

業務の効率化が進み、仕事量が減った

肉体的な負担が軽減された

精神的な不安が軽減された

その他

中間管理職(N=65) 一般従業員(N=51)



 

８３ 

 

④－２ 「やや減少した」、「減少した」と回答した理由 

 

⑤ 職場で感じている課題 

問：あなた自身が職場で感じている課題は何ですか。（２つまで） 

 

  

75.0%

50.0%

25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

25.0%

0.0%

25.0%

0.0%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80%

時間外労働ができなくなるなど、収入が

減ったり、仕事の負担が増えた

相談や雑談相手がなく、孤独感が増した

家から出ることが少なくなり、運動不足になった

テレワーク等によるコミュニケーションの減少で

職場での人間関係が希薄になった

家庭内でのもめ事が多くなった

その他

中間管理職(N=4) 一般従業員(N=4)

54.8%

32.7%

26.0%

23.1%

19.2%

15.4%

5.8%

1.0%

4.8%

50.4%

24.4%

26.0%

25.2%

26.0%

13.8%

11.4%

3.3%

0.8%

36.9%

28.7%

20.5%

25.4%

16.4%

19.7%

10.7%

1.6%

9.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

人材育成の進め方

慣習となっている業務の見直し

人事評価のしくみ

社員間や部署間のコミュニケーション

実務とマネジメント

（管理 育成業務）とのバランス

定着率の向上（離職者数の低減）

長時間働く人が評価される風土

その他

特になし

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)
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８４ 

 

⑥ 今後増やしたい時間 

問：あなたは、今後、どのような時間を増やしたいですか。（２つまで） 

 
 

（４）地域活動の定着に向けた取組  

① 企業からの支援があった場合の地域活動参加意向 

問：休暇制度の創設などの働き方改革による企業からの支援があった場合、地域の活動に 

参加してみたいと思いますか。 

 
  

51.9%

43.3%

32.7%

27.9%

12.5%

9.6%

4.8%

1.9%

39.8%

50.4%

30.1%

4.9%

15.4%

2.4%

8.9%

2.4%

21.1%

0.8%

38.5%

51.6%

42.6%

1.6%

23.0%

2.5%

10.7%

6.6%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

スキルアップ（自己啓発）の時間

趣味やレジャーの時間

休息の時間

地域活動、社会貢献活動の時間

家事、育児 介護の時間

仕事の時間

副業・兼業の時間

治療、通院の時間

リスキリングの時間

その他

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)

14.6%

9.0%

45.5%

44.3%

30.9%

28.7%

8.9%

18.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中間管理職(N=123)

一般従業員(N=122)

参加したい やや参加したい あまり参加したくない 参加したくない



 

８５ 

 

①－１ 「参加したくない」、「あまり参加したくない」と回答した理由 

 

■「参加した」、「やや参加したい」と回答した場合のみ 

①－２ 参加したい地域活動 

問：あなたはどのような地域活動に参加したいと思いますか。（いくつでも） 

 

② 地域活動への参加を促す「働き方改革」の取組 

問：どのような働き方改革の取組を行えば、地域活動への参加を促進できると思いますか。

（２つまで） 

 

30.6%

22.4%

20.4%

18.4%

6.1%

2.0%

38.6%

3.5%

12.3%

26.3%

17.5%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

他にやりたいことがあるから

仕事が忙しいから

人間関係が煩わしいから

面倒だと思うから

興味がないから

その他

中間管理職(N=49) 一般従業員(N=57)

64.9%

47.3%

28.4%

16.2%

16.2%

14.9%

2.7%

67.7%

33.8%

29.2%

21.5%

10.8%

20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

地域で開かれる行事（祭りやイベントなど）

環境美化活動（道路、公園の清掃など）

地域スポーツ活動

伝統芸能の保存・継承活動（獅子舞、太鼓など）

地域の防犯活動

青少年健全育成活動（地域の子どもに勉強を教える、学校に出向くなど）

福祉活動（乳幼児、高齢者、障がいのある人への支援など）

その他

中間管理職(N=74) 一般従業員(N=65)

39.4%

27.9%

26.9%

24.0%

24.0%

13.5%

10.6%

4.8%

44.7%

17.1%

22.8%

38.2%

25.2%

12.2%

3.3%

2.4%

53.3%

13.9%

23.8%

50.0%

14.8%

14.8%

2.5%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

地域活動休暇制度

（地域活動をした場合に取れる休暇制度）

地域活動を企業理念の中に位置付ける

時間単位など柔軟な有給休暇取得制度

地域活動手当制度

（地域活動をする場合の手当）

人事評価への反映

テレワーク（ＩＣＴの活用で時間や場所の

制約を受けない勤務形態）

裁量労働制（労働時間を実労働時間ではなく、

一定の時間とみなす）

その他

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)
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８６ 

 

②－１ 地域活動への参加を促進する働き方改革の取組の有無  

※事業主または役員のみ 

問：地域活動への参加を促進する働き方改革の取組を行っていますか。 

 

②－２ 地域活動への参加を促進する働き方改革の取組を行っていない理由 

※事業主または役員のみ 

 

 

（５）今後の「働き方改革」に関する考え  

① 会社や職場で重点的に取り組む必要があると思うこと 

問：今後、「働き方改革」を進めたり、更なる効果を生むために、あなたの会社や職場で 

重点的に取り組む必要があると思うことはなんですか。（いくつでも） 

①－１ 意識改革・理解 

 

11.5% 20.2% 29.8% 36.5% 1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すでに行っている 将来的に行おうと思っている
行政からの支援があれば行いたい 行っていない
その他

(N=104)

68.4%

10.5%

10.5%

2.6%

2.6%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80%

人材に余裕がないから

経営状況が良くないから

興味がないから

地域と関わる必要を感じないから

制度改正に取り組むのが大変だから

その他

(N=38)

62.5%

56.7%

54.8%

41.3%

65.0%

59.3%

50.4%

40.7%

58.2%

53.3%

53.3%

29.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

経営者の意識改革

中間管理職の意識改革

一般従業員の意識改革

取引先や顧客の理解（取引慣行の改善）

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)



 

８７ 

 

①－２ 制度や業務の見直し 

 

①－３ 人材育成・活用 

  

①－４ その他 

   

75.0%

51.9%

38.5%

29.8%

28.8%

5.8%

64.2%

42.3%

35.0%

43.1%

28.5%

17.9%

63.1%

31.1%

47.5%

35.2%

20.5%

24.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

仕事の内容・進め方の見直し

（業務のムダ削減 意思決定プロセスの簡素化）

ＡＩやＩＴを活用した業務の効率化

働き方の多様化・柔軟化（フレックスタイム制、勤務

場所の自由化などの労働時間や勤務場所の弾力化）

人事・処遇制度や就業規則等の見直し

（短時間正社員など）

企業理念・経営戦略や業態等の見直し

副業・兼業の解禁

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)

64.4%

58.7%

40.4%

35.6%

56.9%

50.4%

39.0%

29.3%

53.3%

48.4%

31.1%

19.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

従業員の能力開発（リスキリング（学び直し）、

コンピテンシーの共有 ）

ＯＪＴやОｆｆ-ＪＴによる人材育成の強化

（OJT：業務を通じて行う教育訓練、

Off-JT:業務を離れて行う教育訓練）

多様な人材の活用推進

上司から部下への権限委譲

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)

30.8%

6.7%

37.4%

3.3%

36.1%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40%

取り組むことはない

その他

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)
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８８ 

 

② 今後、活躍の場を拡げたい人材 

問：今後、職場で、どのような人材の活躍の場を拡げたいですか。＜活躍の場が拡がること

を望みますか＞（いくつでも） 

 

③ 「働き方改革」の取組が進めやすくなると思う行政からの支援・援助 

問：行政からどのような支援・援助があれば、「働き方改革」の取組が進めやすくなると思

いますか。（２つまで） 

 

  

73.1%

63.5%

33.7%

26.9%

21.2%

5.8%

69.1%

50.4%

30.1%

19.5%

13.8%

4.1%

65.6%

53.3%

17.2%

13.9%

6.6%

4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

中途採用者（経験者採用など）

女性

高齢者（６５歳以上）

外国人

障害者

その他

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)

64.4%

28.8%

26.0%

21.2%

16.3%

8.7%

1.9%

40.7%

43.1%

24.4%

29.3%

12.2%

9.8%

0.8%

54.9%

28.7%

20.5%

20.5%

17.2%

13.1%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

設備投資や雇用 育成に対する財政的支援

他の企業の取組事例等の情報提供

企業活動へのインセンティブ付与

（入札での優遇など）

働き方改革関連法に関する制度理解を深める機会提供

（セミナー、説明会）

設備投資や雇用 育成に関する財政面以外の支援

（相談窓口開設、アドバイザー派遣など）

認定や表彰制度による取組の積極的広報

その他

事業主または役員(N=104) 中間管理職(N=123) 一般従業員(N=122)



 

８９ 

 

２．策定までの経過  
【第２次金沢版働き方改革推進プラン策定までの経過】 

時 期 会議等の内容 

2022 年 9 月 26 日 

第１回金沢版働き方改革検討会議 

・金沢版働き方改革推進プランの取組状況について 

・第２次金沢版働き方改革推進プランの新たな視点等 

について 

2022 年 10 月 13 日 

  ～10 月 31 日 
働き方改革に関する企業アンケート調査の実施 

2022 年 11 月 29 日 

第２回金沢版働き方改革検討会議 

・雇用主と従業員に対するアンケートの分析、大学生・地域団

体とのヒアリングの結果報告 

・プランの骨子（案）について 

2022 年 12 月 21 日 

～2023 年 1 月 19 日 
パブリックコメントの実施 

2023 年 2 月 20 日 

第３回金沢版働き方改革検討会議 

・パブリックコメントの結果報告について 

・第２次金沢版働き方改革推進プラン（案）について 

2023 年 2 月 24 日 
眞鍋議長から村山市長へ第２次金沢版働き方改革推進 

プラン案の報告 

 

【金沢版働き方改革検討会議委員名簿】 

氏 名 役 職 等 備 考 

勝原 知佳子 石川県社会保険労務士会  

高 由紀 石川県中小企業団体中央会 理事  

玉田 善明 金沢雇用推進協議会 会長  

野水 克也 株式会社サイボウズ 社長室フェロー  

橋本 昌子 金沢商工会議所 議員・女性会副会長  

長谷川 由香 子育て向上委員会 代表  

松岡 芳春 日本労働組合総連合会石川県連合会 副会長  

眞鍋 知子 金沢大学 融合研究域 融合科学系 教授 議長 

八子 理子 石川労働局雇用環境・均等室長  
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３．プランの主な関連事業  
基本方針１  多様な人材の活躍促進に向けた環境づくり  

事 業 名 事 業 概 要 担当課（所） 

（１）生涯現役社会に向けた高齢者の就労拡大 

① ６５歳以上の雇用支援の強化 

金沢市生涯現役雇用 

促進奨励金交付事業 

６５歳以上の高齢者を雇用した事業主に対する助

成制度を創設し、企業の高齢者雇用を支援 
労働政策課 

「金沢市はたらく人に

やさしい事業所」表彰 

事業 

高齢者の就労拡大に積極的に取り組む企業を表彰

し、好事例を発信 
労働政策課 

労働相談窓口事業 
市役所の労働相談窓口において、職場環境改善や

高齢者雇用拡大に向けた助言等を実施 
労働政策課 

② アクティブシニアの活躍支援 

アクティブシニア活躍

支援事業費 

高齢者が生涯現役で活躍できる社会を実現するた

め、多様な社会参加についての総合相談窓口を設

置 

福祉政策課 

シニア世代就労応援 

プロジェクト事業 

（企業見学会の開催） 

高齢者を対象としたシニア世代が活躍する企業の

見学会を開催 
労働政策課 

高砂大学校・大学院の 

開設 

新しい知識や教養を身につけ、生きがいのある生

活を求めるための講座等を開催 
中央公民館 

③ 関係機関等との連携による就労支援 

シニア世代就労応援 

プロジェクト事業（マッ

チング交流会等の開催） 

ハローワークやシルバー人材センター等関係機関

と連携し、就労応援セミナーやマッチング交流会

を開催 

労働政策課 

高齢者活用・現役世代 

雇用サポート事業 

シルバー人材センターの就業機会の拡大等の取組

を支援 
労働政策課 
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（２）女性や若者が活躍しやすい環境の整備 

④ 女性の活躍に向けた取組の支援・情報発信の強化 

入札参加資格申請登録

における加点項目の追

加（女性活躍推進法一般

事業主行動計画の普及

推進） 

入札参加資格申請登録の格付けに係る加点項目と

して、女性活躍社会促進の取組を追加 
監理課 

かなざわ女性活躍推進

会議費 

「かなざわ女性活躍推進会議」において、女性の登

用促進やＰＲ等に係る施策を検討・実施 

ダイバーシテ

ィ人権政策課 

女性活躍公開講演会・ 

交流会の開催 

女性の管理職候補者のモチベーションアップや能

力向上を図るための講演会、及び働く女性同士の

ネットワークの構築を図るための交流会を開催 

ダイバーシテ

ィ人権政策課 

金沢女性農業者育成 

事業 
女性農業者のグループ活動や商品開発等を支援 農業センター 

 ⑤ 起業を目指す女性や若者への支援 

若者・女性起業家コミュ

ニティ形成促進事業 

起業家間のコミュニティ形成につながるネットワ

ークの構築に向けて、若者や女性起業家の活動を

支援 

産業政策課 

地域連携若者起業家 

支援事業 

町会や商店街と連携し、地域に密着したコミュニ

ティビジネスを起業する若者を支援 
産業政策課 

かなざわ女性スタート

アップ創出事業費 

金沢発の女性スタートアップ創出に向けた実践プ

ログラムを実施 
産業政策課 

中小企業創業者支援資

金（若者・女性起業家重

点支援分）利子補給事業 

市内で創業を考えているまたは創業後まもない若

者・女性の経営安定に必要な事業資金を支援する

ため、中小企業創業者支援資金に若者・女性起業家

支援分を創設 

産業政策課 

 ⑥ 関係機関等との連携による女性や若者への就労支援 

働きたい女性就職活動

応援プロジェクト事業 

ハローワーク等と連携し、キャリア応援セミナー

やマッチング交流会を開催 
労働政策課 

中小企業人材確保支援

事業 

ハローワークや石川県と連携した就職フェアを開

催し、人手不足の企業とのマッチングにより、若者

や女性の就労を支援 

労働政策課 
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（３）障害のある人等の就労支援の推進 

 ⑦ 障害のある人の特性等に応じた雇用支援 

障害者就職活動支援 

セミナー開催事業 

就職活動に必要な基礎能力等を習得するセミナー

を開催し、国主催の障害者面接会につなげるなど

早期就職を支援 

労働政策課 

就労支援スキル向上 

セミナー開催事業 

就労系障害福祉サービス事業者の就労支援のスキ

ル向上や就労系障害福祉サービス事業者と一般企

業等とのマッチングを支援 

障害福祉課 

職業訓練奨励金交付 

事業 

県内の公共職業訓練施設等で職業訓練する中高年

齢者や障害者に対し、奨励金を交付 
労働政策課 

 ⑧ 障害のある人の就労定着の支援充実 

障害者雇用定着促進 

事業 

ジョブコーチ（職場適応援助者）による就労定着支

援を充実 
労働政策課 

就労定着支援サービス

事業 

就労系障害福祉サービス事業の利用後、６ヶ月以

上一般企業等で就労している障害者に対し、相談、

助言等を行い、就労の継続を支援 

障害福祉課 

金沢市障害者継続雇用

奨励金交付事業 

障害のある人を継続して雇用する事業主に対し、

奨励金を交付 
障害福祉課 

精神障害者の社会復帰

支援事業 

精神障害者が安心して地域でともに暮らしていく

ことができるよう環境整備・社会復帰支援等を充

実 

健康政策課 

 ⑨ ひとり親家庭の親への就労支援 

母子家庭等就業・自立 

支援事業 

就労支援や生活支援サービスにより母子家庭等の

早期自立を支援 
子育て支援課 

高等職業訓練促進 

給付金等事業 

ひとり親家庭の親が修学中の生活の安定を図るた

めの給付金を交付 
子育て支援課 

高卒認定試験合格支援

事業 

ひとり親家庭の親及び子どもの高等学校卒業程度

認定試験の受講開始時、修了時及び合格時に給付

金を交付 

子育て支援課 

自立支援教育訓練 

給付金事業 

ひとり親家庭の親の職業資格を取得するための講

座の受講修了時に給付金を交付 
子育て支援課 

母子・父子自立支援 

プログラム策定事業 

ハローワーク等と連携し、児童扶養手当受給者の

状況等に応じた自立・就労を支援 
子育て支援課 

ひとり親家庭雇用 

奨励金交付事業 

ひとり親家庭の親を雇用した事業主に対し、奨励

金を交付 
労働政策課 
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 ⑩ 生活保護受給者等への就労・自立支援 

被保護者就労支援事業 
生活保護受給者に対し、就労支援相談員による相

談、助言等を実施 
生活支援課 

生活困窮者等就労準備

支援事業 

生活困窮者、生活保護受給者に対し、ビジネスマナ

ー講習や職場体験の実施など就労に必要な能力の

習得を支援 

生活支援課 

住居確保給付金給付 

事業 

住宅喪失又はそのおそれのある離職者に対し、家

賃相当分の給付金の支給や就労支援等を実施し、

住宅及び就労機会の確保を支援 

生活支援課 

（４）就労促進に向けた外国人サポート体制の強化 

⑪ 地域における多文化共生に向けた環境の整備 

外国人住民支援 

ボランティア活動事業 

外国人児童・生徒のための日本語学習・支援教室を

地域やボランティア連携して実施するほか、保護

者の相談等を受け付ける窓口を設置 

国際交流課 

 ⑫ 外国人留学生の地元企業で働く魅力の理解促進 

グローバル人材定着 

促進交流事業 

学生と留学生及び国際交流員の交流や企業見学を

通じて、本市に定着するグローバルな人材を育成 
国際交流課 

（５）多様性を重視した就労の推進と環境の整備 

 ⑬ 公正な採用選考の確保 

公正な採用選考啓発 

事業 

基本的人権尊重の立場から、企業がその採用選考

に際し、面接選考等で差別のない選考を実施する

ため、研修会を開催 

労働政策課 

 ⑭ 多様性への理解を深める取組や多様な人材の受入体制整備の推進 

中小企業カムバック・ 

リスキリング支援事業 

育児や介護等やむを得ない理由により会社を離職

した従業員が、元の職場に復帰できる制度を創設

し、対象者を再雇用した市内中小企業を支援 

労働政策課 

人権啓発出前講座の 

実施 
性的マイノリティに対する理解の啓発 

ダイバーシテ

ィ人権政策課 

（６）各分野での人材・担い手の確保、活用の推進 

⑮ 保育や介護など福祉に関する人材の確保・定着支援 

潜在保育士就業支援 

事業 

潜在保育士等を対象とした学びなおし（リカレン

ト）研修や保育者を目指す学生を対象とした施設

見学会の実施 

幼児教育セン

ター 

保育士宿舎借り上げ 

支援事業 

民間保育所等を運営する事業者に対し、保育士の

宿舎を借り上げるための費用の一部を助成 
保育幼稚園課 
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ＵＪＩターン保育士 

就労支援事業 

石川県外に転出した学生や石川県外在住で、金沢

市内に就職を希望する者等に対し、転居費用や就

職準備費用として就職支援金を助成 

保育幼稚園課 

介護職員人材定着 

促進事業（ケアワーカー

カフェ開催・ケアメンタ

ー派遣） 

介護職員の定着等を図るため、相談窓口や情報交

換の場を提供のほか、ケアメンター（ベテラン介護

士）を介護事業所に派遣 

介護保険課 

介護職員人材確保 

促進事業（かなざわ介護

ラボ開催事業） 

介護職員の人材確保を図るため、市内介護事業所

の若手職員による介護職ＰＲイベントを開催 
介護保険課 

ＵＪＩターン介護職員

就業支援事業 

介護事業所を運営する事業者に対し、県外に在住

する者を雇用するための転居等に対する費用を支

援 

介護保険課 

介護職員キャリア 

アップ支援事業 

介護事業所を運営する事業者に対し、外部講師を

招聘して行う研修や資格取得等のために要する費

用を支援 

介護保険課 

介護職地元就職支援 

事業 

県内外の学生の地元就職を推進するため、福祉人

材養成校と介護事業者の就職情報交換会を開催 
介護保険課 

障害福祉サービス職員

ＵＪＩターン就業支援

事業 

県外からの移住者で市内の障害福祉サービス事業

所に就労する者に対し、転居等に要する費用を助

成 

障害福祉課 

障害福祉サービス職員

キャリアアップ支援 

事業 

障害福祉サービス事業所を運営する事業者に対

し、外部講師を招聘して行う研修や資格取得等に

要する費用を助成 

障害福祉課 

⑯ 金沢農業大学校、金沢林業大学校、金沢職人大学校等を通じた担い手の確保・活用 

金沢農業大学校運営 

事業 
新たな農業の担い手を育成 農業センター 

金沢林業大学運営事業 新たな林業の担い手を育成 森林再生課 

金沢職人大学校機能 

充実化事業 

ｗｅｂサイトに職人の情報を掲載することによっ

て、職人の技を活用する機会を創出 

歴史都市推進

課 

新たな林業と中山間 

地域の担い手育成事業 

地域おこし協力隊の制度を活用し、自伐型林業経

営や地域の担い手を育成 
森林再生課 

縁付金箔後継者育成 

支援事業 

縁付金箔製造にかかる後継者育成支援プログラム

を基に、後継者の養成や若年層の担い手の獲得を

促進 

文化財保護課 
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⑰ 人手不足分野の中小企業等への人材確保の支援強化 

中小企業人材確保支援

事業（再掲） 

ハローワークと連携し、人手不足分野を対象とし

た就職フェアの開催など中小企業の人材確保を支

援 

労働政策課 

地域のゲンバ見学 

事業費 

地域住民や学生等を対象に現場見学会を開催し大

規模工事の構造を紹介する等、事業に対する理解

の深化や協力を図るとともに若年層の就業を促進 

道路建設課 

工業高校生徒向け 

公共工事現場紹介 

本市公共工事の現場紹介を通して建設に対する理

解を深め、若年層の就業を促進 
都市計画課 

セカンドキャリア支援

事業 

元競技者や指導者を雇用し、地域のスポーツ教室

等を実施する企業や競技団体を支援 

スポーツ振興

課 

金沢市雇用対策連絡会

開催事業 

国、県、経済・労働団体など関係機関等との連絡会

を定期的に開催し、雇用に関する取組を効果的に

推進 

労働政策課 

中小企業人材確保 

奨学金返還支援事業 

中小企業の人材確保及び若者の市内就職・ＵＪＩ

ターン就職を促進するため、奨学金返還支援制度

を有する市内中小企業等に対し、返還支援額の一

部を助成 

労働政策課 

金沢ＵＪＩターン推進

事業 

中小企業の人材を確保するため、県外に進学した

学生や県外在住者等に向け、オンラインインター

ンシップマッチング事業の開催や、インターンシ

ップに要する旅費の一部を助成 

労働政策課 

学生の地元就職支援 

事業 

中小企業が行うエクスターンシップと大学生のマ

ッチング支援や大学等と地元企業の情報交換会を

行うことにより、地元企業の人材確保を促進 

労働政策課 

中小企業人材確保 

ネットワーク形成事業 

中小企業の人材採用力の強化や人材の定着を図る

ため、企業の採用・人材育成に対する意識改革を行

う研修を実施するとともに、人事担当者ネットワ

ークを形成し、人材確保を支援 

労働政策課 

就職氷河期世代活躍 

促進事業 

就職氷河期において、十分なキャリア形成がなさ

れなかった方や様々な事情で職に就けていない方

と、人手不足に悩む市内中小企業をマッチングし、

雇用支援と人材確保を強化 

労働政策課 

 ⑱ 多様な働き方に即した人材の受入・活用 

スマートワーク導入 

支援事業 

スマートワークの導入を希望する中小企業を募集

し、認定企業の機器等導入経費の一部を助成 
労働政策課 
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在籍型出向支援助成金 

従業員の雇用維持のため、在籍型出向を行う出向

元市内中小企業事業主と当該従業員を受け入れる

出向先事業主に出向費用の一部を助成 

労働政策課 

副業・兼業人材の活用 

促進 

企業の課題解決及び従業員のキャリア形成の促進

を図るため、県等と連携し、市内中小企業の副業・

兼業人材の活用を支援するほか、セミナー等で普

及啓発を推進 

労働政策課 

 

基本方針２  労働生産性の向上に向けた環境づくり  

（７）労働生産性向上を図る設備 新技術等の導入促進に向けた環境の整備 

⑲ 中小企業等の生産性向上に資する設備投資への支援 

中小企業等経営強化法

による中小企業者設備

投資の支援 

対象事業者が本市認定の先端設備等導入計画に基

づき、令和５年３月３１日までの間に取得した設

備について、固定資産税の課税標準額が３年間ゼ

ロとなる特例措置を適用 

商工業振興課 

資産税課 

中小企業・小規模事業者

総合応援窓口運営費 

中小企業等の経営強化に対する支援施策等を推進

するため、中小企業活性化推進員及び金融相談員

を配置した総合応援窓口を運営 

産業政策課 

機械工業構造改善事業

貸付金 

石川県鉄工機電協会が行う機械設備貸与制度の原

資を預託 
商工業振興課 

中小企業設備投資促進

助成事業 

石川県鉄工機電協会及び石川県産業創出支援機構

の設備貸与制度貸与料に係る利子補給を実施 
商工業振興課 

⑳ 抜本的な業務見直しに向けたＤＸ等の導入促進 

中小企業デジタル技術

体験事業費 

中小企業の DX 化を支援するため、金沢未来のまち

創造館に最先端技術を活用したデジタル機器の展

示・体験スペースを設置するとともに、体験型のワ

ークショップを開催 

産業政策課 

スマート農業機械導入

促進事業 

省力化や生産性の向上を図るため、ＩＣＴ等を活

用したスマート農業機械等の導入や現地実証試験

等の取組を支援 

農業センター 

保育所等ＩＣＴ化推進

事業 

業務の効率化と働きやすい環境の整備のため、保

育所等のＩＣＴ化を推進 
保育幼稚園課 

  



 

９７ 

 

 ㉑ その他ＡＩ等技術の活用促進 

市民生活デジタル技術

促進事業費 

最先端技術（メタバース、ブロックチェーン、ＮＦ

Ｔなど）を活用し、市民生活の向上を実現するとと

もに社会実装を促進 

産業政策課 

ＡＩ活用行政情報自動

案内システム運用費 

ＡＩを活用したチャットボット型の行政情報自動

案内システムを運用し、市民サービスの向上や業

務の効率化を推進 

広報広聴課 

海岸保安林保全育成 

事業 
ドローンを活用した海岸林資源量調査を実施 森林再生課 

農業センター栽培試験

研究事業 

産地への普及を図るため、高温化に対応した新規

格のパイプハウスを現地に設置し、省力化や生産

性の向上等について検証 

農業センター 

スマート林業推進事業 

森林施策の効率化・省力化を図るため、森林情報を

航空レーザーで計測し、林業経営や森林管理に活

用 

森林再生課 

（８）次代を担うデジタル人材等の育成や働き手のリスキリングへの支援 

 ㉒ 次代を担う産業人材の育成支援 

金沢ＡＩビレッジ形成

促進事業費 

クリエイターやＩＣＴエンジニア等をまちなかの

金澤町家などに誘致し、人材の集積・交流による新

産業創出を促進 

産業政策課 

ＩＴビジネスプラザ武

蔵 交流・創造推進事業 

サロンスペースを活用し、多様な分野の人材交流

を促進することにより、新規事業を創出 
産業政策課 

スタートアップ・ 

新ビジネス創出事業 

最先端技術を活用した新たなビジネスを展開する

者や食・工芸に付加価値を生み出す者を支援し、ス

タートアップや新ビジネスを創出 

産業政策課 

金沢ＩＴ部活事業 

第四次産業革命に対応した地域の新産業創出に寄

与するために、次世代を担う中高生を対象として、

新産業を創出するための様々なリテラシー（情報

活用能力）を育成する課外活動 

産業政策課 

ものづくり職業人育成

事業 

金沢市立工業高校生徒に対する技能検定２級取得

に向けた研修や技能検定２級に合格した市内高校

生の表彰を実施 

商工業振興課 

商店街活動伴走支援 

事業 

商店街の組織力の強化を図るため、商店街の活性

化策の企画・運営や、次世代の人材育成を伴走支援

するスペシャリストを商店街連盟に配置 

商工業振興課 
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㉓ 職業訓練や資格取得の支援 

職業訓練奨励金交付 

事業（再掲） 

県内の公共職業訓練施設等で職業訓練する中高年

齢者や障害者に対し、奨励金を交付 
労働政策課 

中小企業カムバック・リ

スキリング支援助成金

（リスキリング支援） 

育児や介護等やむを得ない理由により会社を離職

した従業員を再雇用し、リスキリングのため資格

を取得させた市内中小企業を支援 

労働政策課 

技能五輪全国大会等 

参加奨励事業 

技能尊重機運を醸成するため、技能五輪全国大会

等への出場を支援 
商工業振興課 

ものづくり企業 

リスキリング支援事業 

中小ものづくり企業の人材育成を目的に、高度な

知識や技術を習得するための研修受講や技能検定

受検を支援 

商工業振興課 

公民館主事特別派遣 

研修事業 

公民館主事の資質向上を図るため、社会教育主事

の資格取得を支援 
生涯学習課 

公民館職員研修事業 公民館職員の資質向上を図るための研修会を実施 生涯学習課 

 ㉔ デジタル社会の担い手育成支援 

中小企業デジタル人材

リスキリング促進助成

事業 

市内中小企業等における従業員の定着と賃金上

昇、企業の生産性向上を図るため、デジタル人材の

育成を支援し、企業のＤＸ化を推進 

産業政策課 

中小企業デジタル技術

体験事業費（再掲） 

中小企業のＤＸ化を支援するため、金沢未来のま

ち創造館に最先端技術を活用したデジタル機器の

展示・体験スペースを設置するとともに、体験型の

ワークショップを開催 

産業政策課 

（９）外部人材等を活用した労働生産性向上の推進 

㉕ 専門人材を活用した副業・兼業の推進 

副業・兼業人材の活用 

促進（再掲） 

企業の課題解決及び従業員のキャリア形成の促進

を図るため、県等と連携し、市内中小企業の副業・

兼業人材の活用を支援するほか、働き方改革のセ

ミナーで普及啓発を推進 

労働政策課 

 ㉖ 外部人材活用のための産学官の連携強化 

金沢大学等が実施する

共創型企業・人材展開 

プログラムへの協力 

共創型企業・人材展開プログラムの会議への参加

と、はたらくサイトで、共創型企業・人材展開プロ

グラムの成果等について情報を発信 

労働政策課 
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（１０）健康経営の充実 

 ㉗ 健康経営に関する情報発信の強化 

健康経営の普及・啓発 
労働者が健康に働くことができる職場環境づくり

を促進するため、健康経営に関する情報を発信 
労働政策課 

受動喫煙防止対策事業 

事業所等に対する改正健康増進法の周知啓発、義

務違反への対応など受動喫煙を防止する環境づく

りを推進 

健康政策課 

自殺対策事業 

金沢市自殺対策計画に基づき、地域におけるネッ

トワーク会議の開催やメンタルヘルス講演会等を

実施 

健康政策課 

 ㉘ 健康づくりに取り組む企業への支援 

金沢健康づくり応援団

事業 

健康づくりに取り組む企業・団体を「金沢健康づく

り応援団」として認定し、認定企業の活動支援や活

動報告会等を実施 

健康政策課 

㉙ ハラスメント防止の普及啓発・相談体制の整備 

男女共同出前講座 

人権啓発出前講座 

ハラスメントの防止についての講師を派遣し、普

及啓発を推進 

ダイバーシテ

ィ人権政策課 

地区公民館働きやすい

職場づくり推進事業 

地区公民館における労使関係やハラスメントなど

労働問題への対応強化を図るため、生涯学習課に

相談窓口を設置するとともに、公民館長に対する

クレーム対応等の保険の費用を支援 

生涯学習課 

労働相談窓口事業 

（再掲） 

市役所の労働相談窓口において、ハラスメント等

の相談に対し、社会保険労務士による助言等を実

施 

労働政策課 

 

基本方針３  働きながら幸せを実感できる環境づくり  

（１１）長時間労働の是正や処遇改善等に向けた環境の整備 

㉚ 建設業における週休 2 日制の普及拡大に向けた取組の推進 

モデル工事の試行 
本市が発注する建設工事において週休２日のモデ

ル工事の試行を実施 
都市計画課 

㉛ 働き方改革関連法の周知啓発の強化 

労働相談窓口事業 

（再掲） 

市役所の労働相談窓口において、働き方改革関連

法への対応や職場環境の改善に向けた助言等を実

施 

労働政策課 
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 ㉜ 処遇改善に向けた環境の整備 

正規雇用転換促進 

奨励金交付事業 

55 歳未満の非正規雇用労働者を正規雇用（多様な

正社員を含む）へ転換した事業主に対し、奨励金を

交付 

労働政策課 

保育士処遇改善事業 
民間保育所等が省令の基準を超えて保育士を配置

する場合の人件費を助成 
保育幼稚園課 

保育士働き方改革推進

事業 

（保育体制強化事業） 

民間保育所等が保育支援者を新たに雇用する場合

の雇上げ費用の一部を助成 
保育幼稚園課 

地区公民館管理運営費

委託料 

有給休暇取得促進のための臨時職員の雇用や公民

館職員の給与体系見直しに係る費用等を上乗せ 
生涯学習課 

（１２）育児・介護、治療や地域活動等と仕事との両立に向けた環境の整備 

 ㉝ 幼児教育・保育施設、放課後児童クラブ、病児保育施設など子育て支援制度の充実 

特別事業促進補助事業 

民間保育所等が実施する延長保育、一時預かり及

び年末・休日保育など子育て支援を充実する取組

に対し助成 

保育幼稚園課 

放課後児童健全育成 

事業 

（放課後児童クラブ） 

放課後児童クラブの開所時間延長・施設整備等に

かかる経費を支援 
子育て支援課 

子育て支援短期利用 

事業 
保護者の病気等による児童の短期預かりを実施 子育て支援課 

病児一時保育費補助 

事業 

病児一時保育を行う施設に対する助成や低所得世

帯等に対する病児保育利用料の助成等を実施 
保育幼稚園課 

病児保育施設による 

病気回復中の児童の 

病児一時保育事業 

市立病院内において、病児一時保育を実施 
市立病院事務

局 

ファミリーサポート 

センター事業 

会員間で育児の相互支援を行うファミリーサポー

トセンター事業を実施 
子育て支援課 

院内保育事業 
職員向けの院内保育事業を実施し、子育て世代の

夜勤・休日勤務等の多様な勤務シフトを支援 

市立病院事務

局 

㉞ 男性の育児参加拡大に向けた取組の推進 

男性が育児休業を取得

しやすい環境づくりの

普及啓発 

男性の育児休業取得を推進する中小企業の取組の

紹介など、男性が育児参加しやすい職場環境づく

りに関する情報を発信 

労働政策課 

男性育児休業取得促進

奨励金交付事業 

連続または２回に分割して４週間以上の育児休業

を取得した男性労働者に対し、奨励金を交付 
労働政策課 



 

１０１ 

 

中小企業男性育児休業

取得促進交付事業 

連続または２回に分割して４週間以上の育児休業

を男性従業員に取得させた市内中小企業に対し、

奨励金を交付 

労働政策課 

男性の家事・育児と仕事

の両立支援事業 

育児休暇を取得した男性職員に、育児休暇をとっ

た経緯や取得して感じたこと、家事の分担につい

てインタビューし、発信 

ダイバーシテ

ィ人権政策課 

 ㉟ がん患者が自分らしく暮らせるための支援 

がん患者が自分らしく

暮らせるための支援 

事業 

医療機関や NPO 法人と連携し、そのライフステー

ジに応じた支援を実施 
健康政策課 

がん患者アピアランス

ケア支援事業費 

がん治療に伴う外見変化があった方に対して、ウ

ィッグ等補正具の購入費用の一部を助成 
健康政策課 

 ㊱ 地域活動、社会貢献活動や家庭教育等に関する意識啓発 

はたらく人の地域活動

促進奨励事業 

地域活動休暇制度など、従業員が地域活動に参加

しやすくなるような制度を創設し、従業員を積極

的に参加させた企業を助成し、はたらくサイトで

発信 

労働政策課 

金沢版働き方改革普及

啓発プロジェクト事業

（働き方改革普及拡大

事業） 

プロボノ活動等の社会貢献活動について、働き方

改革セミナーを通して、普及啓発を推進 
労働政策課 

市民活動サポート 

センター運営事業 
地域活動にかかる担い手の育成研修等を実施 

市民協働推進

課 

地域学校協働活動の 

推進 

幅広い地域住民等の参加により、各学校区単位で

地域に根ざした活動を実施 
生涯学習課 

かなざわユース 

プロジェクト推進事業 

長土塀青少年交流センターを拠点に、青少年が地

域の活動に参画することで次代を担うリーダーの

育成と地域の活性化を推進 

青少年健全育

成センター 

セカンドキャリア 

支援事業費（再掲） 

元競技者や指導者を雇用し、地域のスポーツ教室

等を実施する企業や競技団体を支援 

スポーツ振興

課 

（１３）多様な働き方や職場環境の改善等に関する普及推進 

㊲ 金沢イクボス企業同盟と連携した職場環境改善等に向けた取組の推進 

金沢版働き方改革普及

啓発プロジェクト事業

（金沢イクボス企業同

盟との連携） 

働き方改革に関するセミナーなど職場環境改善等

に向けた普及啓発を推進 
労働政策課 
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金沢版働き方改革普及

啓発プロジェクト事業

（働き方改革普及拡大

事業）（再掲） 

働き方改革に関する相談会や取組の実態調査等を

実施 
労働政策課 

企業版「親の学び場」 

開催費 

仕事と家事に忙しく家庭教育について学ぶ時間を

確保することが困難な保護者が多い現状を踏ま

え、子育て世代が働きやすい職場づくりの一環と

して家庭教育力向上に取り組む企業の支援をとお

して、働く保護者の家庭教育力向上を推進 

生涯学習課 

㊳ 好事例の発信など働き方改革の普及啓発の強化 

金沢版働き方改革普及

啓発プロジェクト事業

（金沢市はたらくサイ

ト） 

金沢市はたらくサイトにおいて、スマートワーク

等の多様な働き方や職場環境の改善など市内企業

の働き方改革の好事例を発信 

労働政策課 

いしかわ働き方改革等

推進協議会への参画 

石川労働局が設置する「いしかわ働き方改革等推

進協議会」を通して本市の働き方改革の取組を発

信 

労働政策課 

㊴ 表彰制度の充実・表彰企業のＰＲ強化 

「金沢市はたらく人に

やさしい事業所」 

表彰制度の充実 

「金沢市はたらく人にやさしい事業所」表彰にお

いて、働き方改革の実践による成果を評価項目に

追加するなど表彰制度を充実 

労働政策課 

「金沢市はたらく人に

やさしい事業所」 

表彰企業のＰＲ強化 

金沢市はたらくサイトをはじめ各種媒体やロゴマ

ークを活用して、表彰企業を効果的にＰＲ 
労働政策課 

㊵ テレワーク等を活用した「新しい働き方」の導入促進 

スマートワーク導入 

支援事業（再掲） 

スマートワークの導入を希望する中小企業を募集

し、認定企業の機器等導入経費の一部を助成 
労働政策課 

サテライトオフィス 

開設助成金 

金沢市集約都市形成計画で定める「都心拠点」等で

のサテライトオフィス開設費を支援（対象者は、企

業占有のオフィスを開設する者） 

企業立地課 

ようこそ金沢テレワー

ク空き家活用事業費 

空き家をテレワークや事業活動に活用する事業者

に、施設整備費を支援 
住宅政策課 
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金沢版グループワーケ

ーション支援事業 

歴史・文化・自然等に触れ、滞在しながら働く「ワ

ーケーション」促進のため、金沢でワーケーション

を実施する企業に対し宿泊およびワーケーション

にかかる経費の一部を助成 

観光政策課 

宿泊施設改修事業費 

補助 

ワーケーションスペースの整備など、新しい生活

様式の実践にかかる設備工事を対象に工事費の一

部を助成 

観光政策課 

金沢版サテライトオフ

ィス等開設支援モデル

事業 

金沢市集約都市形成計画で定める「都心拠点」等で

のサテライトオフィス開設にかかる整備費及び PR

等のソフト経費を支援（対象者は、整備した施設を

他者に賃貸し、その管理及び運営を行う事業者） 

企業立地課 

（１４）ウェルビーイングを尊重する働き方の情報発信・啓発 

㊶ 従業員の働きがいや生きがいにつながる企業経営の普及啓発 

金沢版働き方改革普及

啓発プロジェクト事業

（働き方改革普及拡大

事業）（再掲） 

働き方改革に関するセミナーで、従業員の働きが

いや生きがいにつながる経営に向けた普及啓発を

推進 

労働政策課 

㊷ 企業による従業員のボランティア活動等を支援する取組の発信 

はたらく人の地域活動

促進奨励事業（再掲） 

地域活動休暇制度など、従業員が地域活動に参加

しやすくなるような制度を創設し、従業員を積極

的に参加させた企業をはたらくサイトで発信 

労働政策課 

金沢版働き方改革普及

啓発プロジェクト事業

（働き方改革普及拡大

事業）（再掲） 

プロボノ活動等の社会貢献活動について、働き方

改革セミナーを通して、普及啓発を推進 
労働政策課 
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４．用語解説  
ＲＢＣ（Responsible Business Conduct） 

多国籍企業が投資先で、単に適法であるだけ

ではなく、社会的・道義的にも期待され責任

ある行動をとること 

 

ＩｏＴ（Internet of Things） 

モノのインターネット 

あらゆるモノがインターネットにつながり、

情報のやり取りをすることで、モノのデータ

化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな

付加価値を生み出すというコンセプトを表し

た用語 

 

ＩＣＴ（Information and Communication Technology） 

情報処理および通信技術の総称 

 

アクティブシニア 

趣味やスポーツなどの活動、これまでの知識

や経験を活かした地域活動やボランティア活

動、就労など様々な活動に意欲的に取り組む

高齢者 

 

育児休業取得率 

調査期間中の出産者（男性の場合は配偶者が

出産した者）に占める調査時点までに育児休

業を開始した者の割合 

 

イクボス 

職場で共に働く部下やスタッフのワーク ラ

イフ バランスを考え、その人のキャリアと人

生を応援しながら、組織の業績も結果を出し

つつ、自らも仕事と私生活を楽しむことがで

きる上司 

 

 

ウェルビーイング 

個人の権利や自己実現が保障され、身体的、

精神的、社会的に良好な状態にあることを意

味する概念 

 

ＡＩ（Artificial Intelligence） 

人工知能 

コンピュータを使って、学習・推論・ 

判断など人間の知能のはたらきを人工的に実

現するための技術 

 

エクスターンシップ 

大学生に対するキャリア教育の一環として行

われる短期就業体験プログラムのこと 

 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals） 

持続可能な開発目標 

2015 年 9 月の国連サミットにおいて全会一

致で採択された、「誰一人取り残さない」持続

可能で多様性と包摂性のある社会の実現のた

め、2030 年を年限とする 17 の国際目標 

 

ＮＦＴ（Non Fungible Token） 

偽造不可な鑑定書・所有証明書付きのデジタ

ルデータ」のこと。暗号資産（仮想通貨）と同

じく、ブロックチェーン上で発行および取引

される 

 

ＯＪＴ（On The Job Training） 

日常の業務に就きながら行われる教育訓練 

 

ＯＦＦ-ＪＴ（Off The Job Training） 

業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離

れて行う教育訓練（研修） 
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管理的職業従事者 

事業経営方針の決定・経営方針に基づく執行

計画の樹立・作業の監督・統制など、経営体の

全般又は課（課相当を含む）以上の内部組織

の経営・管理に従事するもの 

 

勤務時間インターバル 

業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以

上の休息時間（インターバル時間）を設ける

ことで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保

しようとするもの 

 

ＧＸ（Green Transformation） 

産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、

産業構造をクリーンエネルギー中心に移行さ

せ、経済社会システム全体の変革を行うこと 

 

経済センサス 

事業所及び企業の経済活動の状態を明らかに

し、我が国における包括的な産業構造を明ら

かにするとともに、事業所・企業を対象とす

る各種統計調査の実施のための母集団情報 

を整備することを目的としている。 経済セン

サスは、事業所・企業の基本的構造を明らか

にする「経済センサス‐基礎調査」と事業所・

企業の経済活動の状況を明らかにする「経済

センサス‐活動調査」の二つから成り立って

いる 

 

ＫＰＩ（Key Performance Indicator） 

重要業績評価指標 

施策ごとの進捗状況を検証するために設定す

る指標 

 

健康経営 

従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦

略的に実践すること 

 

サテライトオフィス 

企業または団体の本拠から離れた所に設置さ

れたオフィスのこと 

 

サプライチェーン 

製品の原材料・部品の調達から、製造、在庫管

理、配送、販売、消費までの全体の一連の流れ

のこと 

 

産後パパ育休 

父親が通常の「育児休業制度」に加えて別で

取得できるもので、令和４年１０月１日施行

された。産後パパ育休の取得可能期間は、子

の出生後８週間以内に４週間まで、分割して

２回取得可能 

 

ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility） 

企業が社会や環境と共存し、持続可能な成長

を図るため、その活動の影響について責任を

とる企業行動であり、企業を取り巻く様々な

ステークホルダーからの信頼を得るための企

業のあり方 

 

就業率 

１５歳以上の人口に占める就業者の割合 

※就業者（国勢調査） 

調査期間中に、収入を伴う仕事を少しでもし

た又は収入を伴う仕事を持っていて休業して

いた人 

 

就職氷河期 

バブル崩壊後の 1990 年代から 2000 年代の

就職難が社会問題化した時期のこと 
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就労系障害福祉サービス 

障害者の社会復帰や自立を目指し、就労支援

を提供する障害者総合支援法で定められたサ

ービスのこと 

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続

支援Ｂ型、就労定着支援の４種類のサービス

がある 

 

進取性 

従来の習わしにとらわれることなく、積極的

に新しい物事に取り組んでいこうという気質

や性格 

 

スマートワーク 

ＩＣＴを活用した、場所や時間に縛られない

柔軟な働き方 

 

正規雇用 

正社員のように、労働契約関係のうち、期間

を定めないで雇用する雇用形態のこと。アル

バイト・契約社員・派遣社員など、それ以外の

雇用形態は「非正規雇用」という 

 

生産年齢人口 

国内の生産活動を中心となって支える人口の

こと。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は１５～

６４歳の人口と定義している 

 

セーフティネット 

失業や病気、高齢といったさまざまな要因に

よる経済的な困窮などに備える社会保障制度

のこと 

 

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０ 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間

（現実空間）を高度に融合させたシステムに

より、経済発展と社会的課題の解決を両立す

る、人間中心の社会 

 

地域おこし協力隊 

都市地域から人口減少や高齢化等の進行が著

しい地域に移住し、地域ブランドや地場産品

の開発・販売・ＰＲ等の地域おこし支援や、農

林水産業への従事、住民支援などの「地域協

力活動」を行いながら、その地域への定住・定

着を図る取組のこと 

 

ＤＸ（Digital Transformation） 

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、

データとデジタル技術を活用して、顧客や社

会ニーズを基に、製品やサービス、ビジネス

モデルを変革するとともに、業務そのものや、

組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競

争上の優位性を確立すること 

 

ＤＸ人材 

企業がＤＸを進めるうえで必要となるスキル

や適性を備えた人材のこと 

 

デジタル人材 

最先端のデジタル技術を活用して企業に対し

て新たな価値提供ができる人材のこと 

 

テレワーク 

ＩＣＴを活用し、時間や場所にとらわれない

柔軟な働き方。働き方改革において、「労働生

産性の向上」と「仕事と様々な要素の両立」の

為、推進されている新しい働き方 
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ニューノーマル 

Ｎｅｗ（新しいこと）とＮｏｒｍａｌ（正常、

標準、常態）を組み合わせた造語。社会の大き

な変化によって新しい常識が定着することを

表し、日本語では「新しい生活様式」 

 

年次有給休暇取得率 

年次有給休暇の付与日数※に対する取得日数

の割合 

※年次有給休暇付与日数 

１年間に労働者に付与された年次有給休暇の

日数（前年からの繰越分除く）の労働者一人

平均 

 

ハラスメント 

人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷

惑行為 

属性や人格に関する言動などによって相手に

不快感や不利益を与え、尊厳を傷つけること 

 

付加価値額 

企業の生産活動によって新たに生み出された

価値のこと。付加価値額＝売上高－費用総額

＋給与総額＋租税公課で算出 

 

副業・兼業 

副業とは、正社員として働いている本業以外

の仕事を指す。一方、ダブルワークは、２つの

仕事を掛け持ちする働き方のことで、兼業と

も言う。個人事業主が複数の事業を手がけて

いる場合や、非正規雇用において仕事を掛け

持ちしている場合で、同じくらいの労働や収

入が得られる場合は、ダブルワークを用いる 

 

フリーランス 

企業など組織や団体に属さず、個人で仕事を

請け負う「働き方」のこと 

 

ブロックチェーン 

情報通信ネットワーク上にある端末同士を直

接接続して、取引記録を、暗号技術を用いて

分散的に処理・記録するデータベースの一種

であり、「ビットコイン」等の仮想通貨に用い

られている基盤技術のこと 

 

プロボノ 

社会的・公共的な目的のために、職業上のス

キルや専門知識を活かしたボランティア活動

のこと 

 

メタバース 

「メタ（ｍｅｔａ）」は「超越した」「高次の」

という意味で、「バース」は「ユニバース（ｕ

ｎｉｖｅｒｓｅ／宇宙）」を組み合わせた造語。

インターネット上の仮想空間のことで、利用

者が活動できる空間 

 

有効求人倍率 

求職者に対する求人数の割合 

有効求人倍率＝「月間有効求人数」÷「月間有

効求職者数 
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ＵＪＩターン 

次の３つの人口還流現象の総称 

Ｕターン 

出身地から進学や就職のため大都市等に転出

した後に、再び出身地に戻ること 

Ｊターン 

出身地から進学や就職のため大都市等に転出

した後に、出身地に近い地域などに移住する

こと 

Ｉターン 

就職のため出身地以外の地域に移住すること 

 

リスキリング 

新しい職業に就くために、あるいは、今の職

業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応

するために、必要な技術・能力を獲得する／

させること 

 

リモートワーク 

オフィスから離れた遠隔地で働く勤務形態。

在宅勤務やテレワークとも呼ばれる 

 

ワーク・ライフ・バランス 

仕事と生活の調和 

仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発な

ど、様々な活動について、自ら希望するバラ

ンス展開ができる状態のこと 

 


